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天
仙
姑
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黒
河
中
流
域
に
お
け
る
水
神
信
仰
の
過
去
と
現
在―

井 

上　

充 

幸

１
．
は
じ
め
に

筆
者
は
か
つ
て
、
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
（
Ｒ
Ｉ
Ｈ
Ｎ
、
略
称
：
地
球
研
）
の
「
水
資
源
変
動
負
荷
に
対
す
る
オ
ア
シ
ス
地
域
の
適
応

力
評
価
と
そ
の
歴
史
的
変
遷
」（
略
称
：
オ
ア
シ
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、二
〇
〇
二-

七
）に
参
加
し
た
。
こ
の
文
理
融
合
型
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、

青
海
・
甘
粛
・
内
蒙
古
を
貫
流
す
る
黒
河
流
域
を
調
査
対
象
地
域
に
設
定
し
、
国
内
外
の
研
究
者
・
研
究
機
関
と
共
同
で
デ
ー
タ
収
集

と
そ
の
解
析
を
行
い
、
そ
う
し
て
得
ら
れ
た
研
究
成
果
を
総
合
し
て
、
中
国
西
北
の
乾
燥 / 

半
乾
燥
地
域
に
お
け
る
自
然
と
人
と
の

相
互
作
用
の
歴
史
の
解
明
を
目
指
し
た①

。
筆
者
自
身
も
二
〇
〇
三
年
と
二
〇
〇
六
年
に
現
地
調
査
を
行
い
、
関
西
大
学
文
化
交
渉
学
教

育
研
究
拠
点
（
Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
）
へ
移
籍
し
た
後
も
、
二
〇
一
〇
年
に
現
地
調
査
を
行
っ
た
【
図
１
】。

筆
者
は
主
に
歴
史
文
献
の
記
述
を
柱
と
し
て
、
現
地
調
査
で
得
た
情
報
や
他
分
野
の
研
究
成
果
（
考
古
学
・
人
類
学
・
地
理
学
・
雪
氷
学
・

水
文
学
・
地
質
学
・
気
象
学
等
）
も
加
味
し
つ
つ
、
中
国
近
世
の
黒
河
流
域
に
お
け
る
水
資
源
の
利
用
に
関
す
る
研
究
を
進
め
て
き
た[

井
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【図１】黒河流域地図（筆者作成）
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上
充
幸
二
〇
〇
七
Ａ
・
Ｂ
、
二
〇
一
一]

が
、
そ
の
過
程
で
、
黒
河
中
流
域
の
オ
ア
シ
ス
地
域
を
中
心
に
、
古
く
か
ら
信
仰
を
集
め
て

い
た
様
々
な
水
神
の
存
在
に
気
付
き
、
こ
れ
に
着
目
す
る
に
至
っ
た
。

本
稿
で
は
、
現
地
固
有
の
水
神
で
あ
る
「
平
天
仙
姑
」
を
採
り
あ
げ
、
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
仙
姑
に
対
す
る
信
仰
の
起
源

と
変
遷
に
つ
い
て
、
黒
河
の
水
資
源
を
め
ぐ
る
人
々
の
生
活
と
の
関
わ
り
を
交
え
つ
つ
考
察
を
加
え
る
。
そ
の
解
明
に
当
た
っ
て
は
、

文
献
資
料
と
並
ん
で
、黒
河
中
流
域
の
各
地
に
現
存
す
る
水
神
信
仰
に
ま
つ
わ
る
石
碑
の
存
在
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
た
め
、

そ
れ
ら
を
中
心
に
据
え
て
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
石
碑
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
六
年
の
現
地
調
査
に
同
行
し
て
い
た
だ
い
た
井
黒
忍
氏
に
よ
っ
て
そ
の
概
略
が
ま
と
め
ら
れ

て
お
り[

井
黒
忍
二
〇
〇
七]
、
本
稿
も
氏
の
記
述
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
陝
西
・
山
西
を
中
心
に
、
多
年
に
わ
た
る
水
利
碑
の

現
地
調
査
を
行
い
、
数
々
の
優
れ
た
成
果
を
挙
げ
て
こ
ら
れ
た
井
黒
氏
は
、
公
開
性
・
実
用
性
・
現
地
密
着
性
と
い
う
特
性
を
持
つ
水

利
碑
の
利
用
に
あ
た
っ
て
、「
こ
れ
ま
で
主
流
で
あ
っ
た
同
時
代
の
典
籍
資
料
の
隙
間
を
埋
め
る
「
横
」
の
利
用
か
ら
、
碑
刻
群
の
総

体
的
な
調
査
・
利
用
を
通
し
て
、
同
一
地
域
に
お
け
る
時
代
を
異
に
す
る
碑
刻
を
「
縦
」
に
並
べ
て
地
域
史
を
通
観
す
る
と
い
う
視
点
」

の
必
要
性
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る[

井
黒
忍
二
〇
一
二]
。
本
稿
は
、
平
天
仙
姑
信
仰
を
手
掛
か
り
に
、
黒
河
中
流
域
に
お
け
る
歴
史

を
縦
に
通
観
し
よ
う
と
す
る
、
筆
者
な
り
の
拙
い
試
み
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。

２
．
平
天
仙
姑
の
物
語 ―

 

前
漢
時
代
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甘
粛
省
張
掖
市
の
西
に
隣
接

す
る
臨
沢
県
に
、
板
橋
と
い
う

町
が
あ
る
。
板
橋
は
、
張
掖
の

扇
状
地
を
流
れ
下
っ
た
黒
河
の

本
流
と
東
の
山
丹
河
が
合
流
し

て
、
川
幅
が
大
き
く
広
が
り
流

れ
も
緩
や
か
に
な
る
場
所
に
位

置
す
る
。
こ
こ
は
、
か
つ
て
は

黒
河
中
流
域
に
お
い
て
最
も
水

量
の
豊
富
な
場
所
で
あ
り
、
同

時
に
重
要
な
渡
河
地
点
で
も
あ

る②

。
黒
河
右
岸
に
面
す
る
板
橋

の
北
に
は
、
甘
粛
省
と
内
蒙
古

自
治
区
の
境
界
を
成
す
合
黎
山

が
聳
え
、
そ
の
麓
に
平
天
仙
姑
を
祀
る
仙
姑
廟
が
建
て
ら
れ
た
。

仙
姑
廟
は
、一
七
世
紀
初
頭
ま
で
は
、長
城
線
の
外
側
に
あ
る
合
黎
山
の
山
上
に
建
て
ら
れ
て
い
た
が
、明
の
天
啓
三
年
（
一
六
二
三
）、

平
川
堡
守
備
の
徐
承
業
に
よ
り
現
在
地
に
移
さ
れ
た
（
後
述
）。
こ
れ
は
、
北
方
か
ら
の
遊
牧
勢
力
の
圧
力
が
強
ま
っ
た
た
め
の
措
置

で
あ
る
。
以
後
、
仙
姑
廟
は
興
廃
を
繰
り
返
し
つ
つ
二
〇
世
紀
ま
で
存
続
し
、
一
九
一
九
年
に
は
大
規
模
な
修
築
が
行
わ
れ
た
が
、

【図 2】『勅封平天仙姑宝巻』巻頭口絵

『民間宝巻』第 13冊

（『中国宗教歴史文献集成』113、黄山書社、2005年）より
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一
九
五
八
年
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た[

周
国
瑞
二
〇
〇
五
Ａ
・
Ｂ]

。
そ
し
て
一
九
九
九
年
、
仙
姑
廟
の
跡
地
に
は
「
香
古
寺
」
と

い
う
名
の
仏
教
寺
院
が
建
設
さ
れ
た
が
、
境
内
の
一
角
に
は
「
仙
姑
殿
」
も
置
か
れ
、
仙
姑
は
再
び
こ
こ
で
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

平
天
仙
姑
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
清
の
康
煕
三
七
年
（
一
六
九
八
）
刊
の
『
勅
封
平
天
仙
姑
宝
巻
』③

に
最
も
詳
し
く
述
べ

ら
れ
て
い
る
の
で
、
次
に
そ
の
目
録
と
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
概
略
を
紹
介
し
よ
う
。
な
お
、（　

）
内
は
宝
巻
の
説
唱
の
際
に
唄
わ
れ
る

小
曲
の
名
称
で
あ
る
【
図
２
】。

巻
頭
：
「
擧
香
贊
」・「
開
經
偈
」・「
開
經
贊
」・「
仙
姑
寶
誥
」

仙
姑
修
行
分
第
一
（
上
小
樓
）

仙
姑
修
橋
分
第
二
（
浪
淘
沙
）

驪
山
老
母
度
仙
姑
分
第
三
（
金
字
經
）

仙
姑
煉
魔
分
第
四
（
黄
鶯
兒
）

仙
姑
得
道
升
仙
分
第
五
（
駐
飛
雲
）

仙
姑
顯
骨
分
第
六
（
浪
淘
沙
）

仙
姑
設
橋
渡
漢
兵
分
第
七
（
傍
妝
台
・
哭
五
更
）

彝
人
焚
廟
分
第
八
（
清
江
引
）

仙
姑
一
殃
彝
人
分
第
九
（
羅
江
怨
）

仙
姑
二
殃
彝
人
分
第
十
（
皀
羅
袍
）

仙
姑
三
殃
彝
人
分
第
十
一
（
要
孩
兒
）
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彝
人
修
廟
分
第
十
二
（
一
剪
梅
）

仙
姑
救
周
秀
才
分
第
十
三
（
鎖
南
枝
）

仙
姑
將
逆
婦
變
狗
分
第
十
四
（
綿
塔
絮
）

仙
姑
救
王
志
仁
分
第
十
五
（
畫
眉
序
）

仙
姑
救
單
氏
母
子
分
第
十
六
（
駐
馬
聽
・
哭
五
更
）

玉
帝
降
敕
與
仙
姑
分
第
十
七
（
謁
金
門
）

八
洞
神
仙
慶
仙
姑
分
第
十
八
（
一
江
風
）

仙
姑
近
代
顯
靈
分
第
十
九

巻
末
：
「
回
向
無
上
佛
菩
提
」

前
漢
時
代
の
昭
武
県
（
現
在
の
臨
沢
県
）
に
一
人
の
娘
が
い
た
。
合
黎
山
で
修
行
を
積
ん
だ
彼
女
は
、
土
地
の
人
々
の
た
め
に
黒
河
に

橋
を
架
け
る
こ
と
を
思
い
立
ち
、
長
年
の
苦
労
の
末
、
完
成
直
前
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
。
と
こ
ろ
が
黒
河
の
水
が
突
如
と
し
て
氾
濫
し
、

娘
も
ろ
と
も
橋
を
押
し
流
し
て
し
ま
っ
た
。
土
地
の
人
々
は
彼
女
の
功
徳
を
思
い
、
娘
の
遺
体
が
流
れ
着
い
た
場
所
に
廟
を
建
て
、「
仙

姑
」
と
呼
ん
で
彼
女
を
祀
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
出
来
事
が
板
橋
と
い
う
地
名
の
由
来
と
な
っ
た
。
ち
な
み
に
、
仙
姑
の
遺
体
か
ら
は
妙

な
る
芳
香
が
発
せ
ら
れ
て
い
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
現
在
の
「
香
古
寺
」
の
由
来
と
も
な
っ
て
い
る
（
以
上
、『
勅
封
平
天
仙

姑
宝
巻
』
第
一-

第
六
）。

前
漢
の
武
帝
の
元
狩
年
間
（
前
一
二
二-

一
七
）、
驃
騎
将
軍
の
霍
去
病
の
率
い
る
軍
勢
が
、
匈
奴
の
渾
邪
王
の
軍
勢
に
追
撃
さ
れ
て

撤
退
中
、
黒
河
の
流
れ
に
退
路
を
遮
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
す
る
と
突
然
、
河
の
上
に
緋
色
の
衣
を
ま
と
っ
た
仙
姑
が
現
れ
、
た
ち
ま
ち
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の
う
ち
に
橋
を
架
け
た
た
め
、
漢
の
軍
勢
は
速
や
か
に
渡
河
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
そ
の
直
後
、
追
撃
し
て
き
た
渾
邪
王
の
軍

勢
が
橋
を
渡
り
始
め
る
と
、
突
如
と
し
て
橋
は
消
滅
し
、
匈
奴
の
騎
兵
は
皆
お
ぼ
れ
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
怒
っ
た
渾
邪
王
は
、

仙
姑
廟
に
焼
き
打
ち
を
か
け
た
と
こ
ろ
、
匈
奴
の
人
々
に
疫
病
や
天
変
地
異
が
次
々
と
降
り
か
か
っ
た
た
め
、
祟
り
を
畏
れ
た
渾
邪
王

の
息
子
は
、
財
宝
を
差
し
出
し
て
仙
姑
廟
の
再
建
を
願
い
出
た
。
こ
の
功
績
に
よ
り
、
前
漢
の
武
帝
は
勅
命
に
よ
り
仙
姑
を
「
平
天
仙

姑
」
に
封
じ
た
。
そ
し
て
、
匈
奴
の
人
々
は
仙
姑
の
威
霊
を
畏
れ
、
廟
の
前
を
通
り
過
ぎ
る
際
に
は
廟
を
正
視
せ
ず
、
手
を
額
に
か
ざ

し
て
敬
っ
た
と
い
う
。
か
く
し
て
仙
姑
は
、「
外
夷
」
の
脅
威
を
打
ち
払
う
土
着
の
守
り
神
と
し
て
、
黒
河
中
流
域
に
暮
ら
す
人
々
の

尊
崇
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
（
以
上
、
同
書
第
七-

第
一
二
）。

ま
た
こ
の
他
に
も
、
虐
げ
ら
れ
た
貧
し
い
人
々
を
救
い
、
女
性
に
子
供
を
授
け
る
な
ど
、
様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
る
（
同
書

第
一
三-

一
八
）④

。

果
た
し
て
仙
姑
は
、
漢
代
に
実
在
し
た
女
性
だ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
方
歩
和
氏
が
推
測
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
東
晋
よ
り
後
の

時
代
の
人
な
の
か[

方
歩
和
一
九
九
二]

、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
実
在
し
た
人
物
で
あ
っ
た
の
か
、
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
裏
付
け
る

史
料
が
存
在
し
な
い
以
上
、
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
以
上
に
紹
介
し
た
物
語
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
「
史

実
」
を
直
接
反
映
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
絶
え
ざ
る
遊
牧
勢
力
の
侵
攻
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
黒

河
中
流
域
に
暮
ら
す
人
々
、
と
り
わ
け
農
耕
に
い
そ
し
む
人
々
に
と
っ
て
、
仙
姑
は
彼
ら
の
切
実
な
願
望
を
担
う
存
在
と
し
て
、
彼
ら

の
信
仰
の
中
で
生
き
続
け
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
が
な
に
よ
り
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

以
上
を
確
認
し
た
上
で
、
次
に
こ
の
仙
姑
説
話
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
、
順
を
追
っ
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
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３
．《
黒
水
橋
碑
》
と
の
関
連
に
つ
い
て ―

 

西
夏
時
代

こ
の
仙
姑
以
外
に
も
、
黒
河
流
域
で
は
、
古
来
様
々
な
水
の
神
々
が
祀
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
代
表
格
が
龍
王
で
あ
る
。
黒
河
中
流
域

に
お
け
る
龍
王
信
仰
の
歴
史
は
古
く
、
張
掖
で
は
西
夏
の
乾
祐
七
年
（
一
一
七
六
）⑤

に
、
上
・
中
・
下
の
三
箇
所
で
龍
王
廟
が
建
設
さ

れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
黒
河
の
治
水
の
最
重
要
地
点
に
置
か
れ
、
歴
代
王
朝
に
よ
る
庇
護
の
も
と
に
祭
祀
が
行
わ

れ
た
。
こ
の
他
、
黒
河
流
域
の
至
る
所
に
大
小
様
々
な
龍
王
廟
、
あ
る
い
は
龍
王
堂
な
ど
が
分
布
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
も
や
は
り
、

灌
漑
用
水
の
分
水
地
点
や
、
山
麓
か
ら
の
流
出
口
な
ど
、
河
川
管
理
の
ポ
イ
ン
ト
に
設
置
さ
れ
た[

井
上
二
〇
一
一]

。

上
龍
王
廟
（
旧
名
「
河
涜
神
廟
」）
は
、
祁
連
山
脈
か
ら
張
掖
の
扇
状
地
に
黒
河
の
本
流
が
流
れ
だ
す
鶯
落
峡
に
建
設
さ
れ
、「
龍
首

潭
」
と
呼
ば
れ
る
水
源
の
守
護
神
と
し
て
龍
王
が
祀
ら
れ
た
。
明
の
天
順
元
年
（
一
四
五
七
）
に
重
修
さ
れ
た
後
、嘉
靖
年
間
（
一
五
二
二

-

六
六
）
に
、
時
の
甘
粛
巡
撫
の
楊
博
に
よ
っ
て
重
建
さ
れ
、
続
く
清
の
乾
隆
二
四
年
（
一
七
五
九
）
に
は
、
乾
隆
『
甘
州
府
志
』（
乾
隆

四
四
年
（
一
七
七
九
）
序
刊
本
）
巻
頭
の
「
上
龍
王
廟
図
」
に
見
る
通
り
、
張
掖
知
県
の
王
廷
賛
に
よ
っ
て
山
門
・
寝
殿
・
廊
房
な
ど
が

増
築
さ
れ
、《
甘
民
衣
食
源
》
の
匾
額
が
奉
納
さ
れ
た⑥

。
二
〇
世
紀
に
入
り
、
民
国
期
に
お
け
る
戦
乱
と
文
化
大
革
命
に
よ
っ
て
、
上

龍
王
廟
は
そ
の
大
部
分
が
破
壊
さ
れ
、
現
在
は
小
さ
な
建
物
を
一
つ
残
す
の
み
と
な
り
、
一
人
の
道
士
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
〇
五
年
の
調
査
で
は
、
敷
地
内
に
は
雍
正
元
年
（
一
七
二
三
）
の
石
碑
な
ど
が
残
存
し
て
い
た⑦

。
な
お
張
掖
地
区
で
は
、
黒
河
本

流
の
水
源
に
位
置
す
る
上
龍
王
廟
は
、
最
も
格
式
の
高
い
「
本
宮
（
総
龍
王
廟
・
都
龍
王
廟
）」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
他
の
場

所
に
置
か
れ
た
龍
王
廟
・
龍
王
堂
は
、
出
張
所
で
あ
る
「
行
宮
」
に
相
当
す
る[

井
上
二
〇
一
一]

。

中
龍
王
廟
は
、
鶯
落
峡
と
張
掖
市
街
の
ち
ょ
う
ど
中
間
、
小
満
と
い
う
村
落
の
近
く
に
位
置
し
、
灌
漑
用
水
の
分
水
地
点
に
建
立
さ
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れ
た
。
元
の
末
期
に
焼
失
し
、
明

の
洪
武
年
間
（
一
三
六
八-

九
八
）
に

再
建
、
嘉
靖
年
間
に
補
修
を
受
け

た
後
、清
の
康
煕
八
年（
一
六
六
九
）、

甘
粛
平
定
に
活
躍
し
た
靖
逆
侯
の

張
勇
が
改
修
し
た⑧

。
現
在
は
地
名

が
残
る
の
み
で
、
建
築
物
や
遺
構

は
現
存
せ
ず
、
存
在
し
た
場
所
に

つ
い
て
も
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

下
龍
王
廟
は
、
張
掖
市
街
の
西

五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
地
点
に

建
設
さ
れ
た
。
こ
こ
は
昔
も
今
も
、

最
も
主
要
な
黒
河
の
渡
河
地
点
で

あ
り
、
西
夏
支
配
期
の
一
二
世
紀

中
盤
に
は
橋
が
か
け
ら
れ
、
東
西

交
通
の
要
衝
を
守
る
位
置
に
あ
っ
た
。
こ
ち
ら
も
中
龍
王
廟
と
同
じ
く
元
の
末
期
に
焼
失
し
、
明
の
洪
武
年
間
に
再
建
、
清
の
康
煕

四
〇
年（
一
七
〇
一
）に
、地
元
の
住
民
が
重
修
し
た
。
明
の
嘉
靖
二
五
年（
一
五
四
六
）に
は
、楊
博
が「
祈
雪
文
」を
、同
二
七
年（
一
五
四
八
）

に
は
、
や
は
り
楊
博
が
「
祈
雨
文
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
捧
げ
る
な
ど
、
重
要
な
祭
祀
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る⑨

。
現
在
、
下
龍

【写真１】 黒水橋碑

大仏寺（張掖市博物館）にて筆者撮影（2003年）
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王
廟
の
建
築
は
失
わ
れ
、
か
つ
て
の
甘
新
公
路
で
あ
っ
た
国
道
三
一
二
号
線
と
、
黒
河
と
が
交
差
す
る
地
点
に
、
そ
の
名
を
残
す
の
み

と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
下
龍
王
廟
に
は
、あ
る
重
要
な
石
碑
が
置
か
れ
た
。
そ
れ
が
《
黒
水
橋
碑
》
で
あ
る
【
写
真
１
】。《
黒
水
橋
碑
》
に
つ
い
て
は
、

佐
藤
貴
保
氏
ら
に
よ
り
、
原
拓
に
基
づ
い
た
決
定
版
と
も
い
う
べ
き
詳
細
な
研
究
が
な
さ
れ
て
お
り
、
以
下
の
記
述
は
こ
れ
に
拠
る

[

佐
藤
貴
保
ほ
か
二
〇
〇
七
・
王
尭
一
九
八
四]

。
こ
の
石
碑
は
、
上
・
中
・
下
龍
王
廟
と
同
じ
く
、
西
夏
の
乾
祐
七
年
（
一
一
七
六
）
に
、

仁
宗
李
仁
孝
の
勅
命
に
よ
り
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
碑
文
は
漢
文
と
チ
ベ
ッ
ト
文
に
よ
り
表
記
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
西
夏
語
の
原
文

か
ら
翻
訳
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。《
黒
水
橋
碑
》は
、中
華
民
国
時
代
に
張
掖
城
内
の
清
源
妙
道
真
君
を
祀
る
廟
に
移
さ
れ
、

現
在
は
大
仏
寺
に
あ
る
張
掖
市
博
物
館
内
に
陳
列
さ
れ
て
い
る⑩

。
そ
の
内
容
は
、
乾
祐
二
年
（
一
一
七
一
）、
張
掖
（
当
時
は
鎮
夷
郡
）
に

行
幸
し
た
仁
宗
李
仁
孝
が
、
黒
河
に
架
け
ら
れ
た
橋
を
訪
れ
、
山
神
・
水
神
・
龍
神
・
土
地
神
な
ど
、
八
百
万
の
神
々
に
対
し
て
、
橋

の
安
全
と
水
害
の
防
止
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
橋
を
架
け
た
人
物
こ
そ
、「
賢
覚
聖
光
菩
薩
」
で
あ
る
。
彼
は
、
乾
祐
年
間
に
仁
宗
李
仁
孝
の
帝
師
と
な
っ
た
、
賢
覚

帝
師
波
羅
顕
勝
と
同
一
人
物
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
り[

沈
衛
栄
二
〇
〇
七]

、
碑
文
の
中
で
は
黒
河
の
龍
神
を
鎮
め
る
霊
力
の
持
ち

主
と
な
っ
て
い
る
。
や
が
て
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
賢
覚
聖
光
菩
薩
と
仙
姑
と
は
、
次
第
に
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

っ
た
。
清
の
乾
隆
『
甘
州
府
志
』
巻
一
一
「
人
物
」
仙
釈
「
張
掖
県
」
の
条
に
は
、「
賢
覚
聖
光
菩
薩
と
は
、
黒
河
に
橋
が
架
か
る
こ

と
を
願
っ
て
入
水
し
た
漢
代
の
仙
姑
な
る
人
物
の
こ
と
で
、
西
夏
の
皇
帝
が
彼
女
に
賢
覚
聖
光
菩
薩
の
称
号
を
授
与
し
た
」
と
記
さ
れ

る
。
こ
の
説
話
に
つ
い
て
は
出
典
が
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
お
そ
ら
く
乾
隆
『
甘
州
府
志
』
編
纂
当
時
（
一
八
世
紀
後
半
）
の
伝
承
に
基

づ
い
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
以
降
に
記
さ
れ
た
史
料
の
中
に
お
い
て
、
仙
姑
は
し
ば
し
ば
「
仙
姑
菩
薩
」
と

も
呼
ば
れ
て
い
る
。
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二
〇
〇
六
年
に
香
古
寺
の
中
に
あ
る
仙
姑
殿
を
訪
問
し
た
際
、こ
こ
に
は
明
の
万
暦
六
年
（
一
五
七
八
）
建
立
の
《
重
修
仙
姑
廟
記
》（
後

述
）
と
並
ん
で
、《
黒
水
橋
碑
》
の
レ
プ
リ
カ
（
二
〇
〇
二
年
立
石
）
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
今
に
至
る
ま
で
、
両
者
が

同
一
の
存
在
と
認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
乾
隆
『
甘
州
府
志
』
巻
四
「
名
勝
」
に
は
、こ
れ
も
時
代
は
不
明
な
が
ら
、

賢
覚
聖
光
菩
薩
が
板
橋
に
お
い
て
橋
を
架
け
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
明
の
嘉
靖
二
五
年
（
一
五
四
六
）
成

立
の
嘉
靖
『
陝
西
通
志
』
以
降
、現
存
す
る
地
方
志
に
は
、《
黒
水
橋
碑
》
の
存
在
が
必
ず
記
さ
れ
て
お
り
、遅
く
と
も
一
六
世
紀
に
は
、

黒
河
中
流
域
に
お
い
て
賢
覚
聖
光
菩
薩
に
対
す
る
信
仰
が
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

仙
姑
と
同
じ
く
、
賢
覚
聖
光
菩
薩
も
漢
代
の
人
な
の
か
、
西
夏
時
代
の
人
物
な
の
か
、
あ
る
い
は
架
空
の
存
在
な
の
か
、
現
時
点
で

は
結
論
を
出
す
た
め
の
充
分
な
史
料
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
重
要
な
こ
と
は
、
仙
姑
の
持
つ
「
橋
を
架
け
て
衆
生
を
救
う
」

と
い
う
属
性
が
、《
黒
水
橋
碑
》
に
記
さ
れ
た
賢
覚
聖
光
菩
薩
の
事
跡
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
西
夏
か
ら
清
に
至
る
長
い
間
に
、

両
者
が
次
第
に
習
合
し
て
一
つ
に
な
っ
て
い
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仙
姑
説
話
成
立
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
西
夏
時
代
は
重

要
な
画
期
と
な
っ
た
時
代
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

４
．
仙
姑
説
話
の
テ
キ
ス
ト
へ
の
定
着 ―

 
明
清
時
代

『
勅
封
平
天
仙
姑
宝
巻
』
第
一
九
「
仙
姑
近
代
顕
霊
分
」
に
は
、「
仙
姑
の
霊
験
譚
が
決
し
て
荒
唐
無
稽
の
話
で
は
な
い
こ
と
を
衆
生

に
伝
え
る
た
め
」
と
し
て
、
明
の
弘
治
年
間
（
一
四
八
八-

一
五
〇
五
）
か
ら
崇
禎
九
年
（
一
六
三
六
）
ま
で
の
、「
近
代
」
の
仙
姑
の
事
績
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が
列
挙
さ
れ
る
。
そ
の
多
く
は
「
北
辺
の
達
子
」
の
侵
入
と
仙
姑
廟
へ
の
焼
き
打
ち
、
そ
れ
に
対
す
る
仙
姑
の
霊
力
に
よ
る
撃
退
と
廟

の
再
建
に
関
わ
る
も
の
で
、
宝
巻
前
半
に
あ
る
匈
奴
と
仙
姑
の
話
と
同
工
異
曲
で
あ
る
。

当
時
、
黒
河
中
流
域
は
四
方
か
ら
の
攻
勢
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
一
五
世
紀
末
か
ら
は
、
主
に
タ
タ
ル
や
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
な
ど
西
北

の
諸
勢
力
が
、
一
六
世
紀
後
半
か
ら
は
、
主
に
青
海
（「
海
夷
」）
や
オ
ル
ド
ス
（「
套
虜
」）
な
ど
南
東
の
諸
勢
力
が
、
し
ば
し
ば
黒
河
中

流
域
に
侵
入
し
た
。
明
朝
の
側
は
、
当
初
は
長
城
線
の
強
化
・
新
規
屯
田
開
発
・
兵
員
の
増
強
・
火
器
の
配
備
な
ど
、
専
守
防
衛
に
努

め
た
が
、
隆
慶
和
議
成
立
（
一
五
七
一
）
以
降
は
、
交
易
場
（
互
市
）
を
開
く
こ
と
で
こ
の
事
態
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
。

「
仙
姑
近
代
顕
霊
分
」
の
冒
頭
に
は
、
弘
治
年
間
に
「
北
辺
の
達
虜
」
が
内
地
を
侵
犯
し
、「
娘
娘
廟
」、
す
な
わ
ち
仙
姑
廟
を
焼
き

打
ち
し
た
と
あ
る
が
、
地
方
志
に
は
、
弘
治
元
年
（
一
四
八
八
）
に
「
小
王
子
」
が
山
丹
に
侵
入
、
同
一
一
年
（
一
四
九
八
）
五
月
に
は
、

粛
州
参
将
の
楊
翥⑪

が
黒
山
に
て
「
小
王
子
」
を
撃
破
、
同
一
八
年
（
一
五
〇
五
）
に
も
「
小
王
子
」
が
甘
粛
一
帯
に
侵
攻
、
な
ど
の
記

事
が
見
え⑫

、
ダ
ヤ
ン=

ハ
ー
ン
の
勢
力
拡
大
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

次
い
で
、「
仙
姑
近
代
顕
霊
分
」は
、嘉
靖
四
三
年（
一
五
六
四
）の「
達
子
」の
侵
入
を
記
す
が
、こ
の
時
期
に
は
、同
三
六
年（
一
五
五
七
）に
、

ト
ゥ
メ
ト
部
長
の
ア
ル
タ
ン
（
俺
答
、Altan

）
が
甘
州
を
一
四
日
間
包
囲
、翌
年
八
月
に
は
オ
ル
ド
ス
部
長
の
メ
ル
ゲ
ン
の
息
子
「
吉
嚢
」

（
ノ
ヤ
ン
ダ
ラ
晋
王
、N

oyandara Jinong

）
も
甘
州
を
包
囲
す
る⑬

な
ど
、
モ
ン
ゴ
ル
右
翼
部
の
活
動
が
活
発
化
し
て
い
た
時
期
に
重
な
る
。

ま
た
、『
勅
封
平
天
仙
姑
宝
巻
』
に
登
場
す
る
匈
奴
の
頭
目
に
対
し
、「
綽
什
噶
（

ošiga

）」・「
丹
進
台
吉
（D

anjin Tayiji

）」・「
卜

什
兔
（Bušitu < Boshugtu

）」
な
ど
、
い
か
に
も
モ
ン
ゴ
ル
風
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
が
な
さ
れ
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
卜
什

兔
の
名
は
、
万
暦
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
都
督
同
知
の
張
臣
が
撃
破
し
た
青
海
モ
ン
ゴ
ル
の
頭
目
の
も
の
と
同
一
で
あ
る⑭

。
こ
の
年
、

ト
ゥ
メ
ト
万
戸
の
火
落
赤
（Kor

i

）
が
、
青
海
の
捏
工
川
に
お
い
て
建
造
中
の
チ
ベ
ッ
ト
寺
院
を
、
陝
西
総
督
の
梅
友
松
に
よ
っ
て
焼

き
打
ち
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
報
復
と
し
て
、
オ
ル
ド
ス
・
青
海
の
諸
勢
力
を
糾
合
し
て
、
河
州
・
洮
州
を
は
じ
め
と
す
る
甘
南
各
地
に
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大
攻
勢
を
か
け
て
い
た
。
卜
什
兔
は
こ
れ

に
合
流
し
よ
う
と
、
臙
脂
山
南
麓
か
ら
永

昌
へ
抜
け
る
ル
ー
ト
を
辿
っ
て
い
た
際
に
、

張
臣
に
要
撃
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
戦

役
は
、
兵
部
尚
書
の
鄭
洛
の
活
躍
に
よ
っ

て
鎮
圧
さ
れ
、
オ
ル
ド
ス
と
青
海
と
の
結

び
つ
き
は
一
旦
分
断
さ
れ
る
に
至
っ
た⑮

。

な
お
、「
仙
姑
近
代
顕
霊
分
」
に
よ
れ
ば
、

崇
禎
七
年
（
一
六
三
四
）、
青
海
を
併
呑
し
よ

う
と
目
論
む
「
擦
秀
家
韃
子
」
と
戦
っ
て

敗
死
し
た
「
張
総
兵
」
の
霊
が
、
仙
姑
の

加
護
を
得
て
甘
州
城
を
守
り
抜
い
た
と
い
う
。「
擦
秀
家
」
と
は
、
お
そ
ら
く
先
の
「
綽
什
噶
（

ošiga

）」
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
人
物

と
思
わ
れ
る
以
外
、
詳
し
い
こ
と
は
不
明
だ
が
、
チ
ャ
ハ
ル
部
長
の
リ
グ
ダ
ン
に
続
い
て
青
海
に
侵
入
し
た
、
ハ
ル
ハ
左
翼
部
の
チ
ョ

ク
ト=

ホ
ン
タ
イ
ジ
（
綽
克
図
洪
台
吉
、

oγ
tu Q

ong TayiAi
）
の
活
動
に
関
連
す
る
出
来
事
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
張
総
兵
」

に
つ
い
て
は
、
崇
禎
八
年
（
一
六
三
五
）
に
総
兵
官
と
な
っ
た
、
涼
州
出
身
の
張
顕
謨
の
名
が
地
方
志
に
見
え
る
。
こ
の
人
物
は
柳
州

で
の
戦
闘
で
戦
死
し
、
そ
の
功
績
を
表
彰
さ
れ
た⑯

が
、
あ
る
い
は
「
張
総
兵
」
の
説
話
に
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
時
期
に
繰
り
返
し
焼
き
打
ち
に
遭
っ
た
仙
姑
廟
の
修
復
に
つ
い
て
、「
仙
姑
近
代
顕
霊
分
」
は
、
嘉
靖
一
七
年
（
一
五
三
八
）
に

巡
撫
の
楊
博
が
私
財
を
投
じ
て
再
建
し
た
こ
と
を
記
す
が
、史
書
や
そ
の
他
の
文
献
資
料
は
、巡
撫
の
侯
東
莱⑰

が
、万
暦
五
年
（
一
五
七
七
）

【写真２】 重修仙姑廟記

板橋香古寺の仙姑殿にて筆者撮影（2006年）
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に
仙
姑
廟
を
重
修
し
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
こ
れ
が
仙
姑
廟
と
官
と
の
関
わ
り
を
確
認
で
き
る
最
初
の
事
例
で
あ
る
。

侯
東
萊
は
、
字
は
儒
宗
・
道
宗
、
号
は
掖
川
、
山
東
の
掖
縣
の
人
で
あ
る
。
嘉
靖
二
九
年
（
一
五
五
〇
）
に
進
士
と
な
り
、
嘉
興
知
府
・

河
南
按
察
使
・
陝
西
布
政
使
な
ど
を
歴
任
し
、
万
暦
二
年
（
一
五
七
四
）
に
甘
粛
巡
撫
に
着
任
し
た⑱

。
侯
東
萊
の
赴
任
当
時
、
ア
ル
タ

ン
の
第
四
子
の
ビ
ン
ド
ゥ
（
賓
兎
・
丙
兎
、Bindu

）
は
、
青
海
に
駐
牧
し
て
河
西
へ
の
侵
入
を
繰
り
返
し
、
明
朝
に
対
し
て
互
市
を
開

設
す
る
よ
う
要
求
し
て
い
た⑲

。
こ
れ
に
対
し
、
兵
部
は
反
対
を
表
明
し
、
要
求
を
拒
絶
す
る
よ
う
主
張
し
た⑳

が
、
侯
東
萊
は
張
居
正
か

ら
の
支
持
を
取
り
つ
け
て㉑

こ
れ
を
受
け
入
れ
、
甘
州
に
大
市
を
、
荘
浪
に
小
市
を
開
設
し
て
ビ
ン
ド
ゥ
を
慰
撫
し
た㉒

。
一
方
で
、
河
西

各
地
の
都
市
の
城
壁
を
磚
で
葺
き㉓

、
青
海
か
ら
の
進
入
路
の
う
ち
最
も
重
要
な
扁
都
口
（
現
在
の
張
掖
市
南
東
の
民
楽
県
と
青
海
省
祁
連
県
と

の
境
）
の
防
備
を
固
め
る㉔

な
ど
、
陝
西
総
督
の
石
茂
華
と
共
に
、
陝
西
・
甘
粛
方
面
に
お
け
る
統
治
の
安
定
に
尽
力
し
た㉕

。

先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、《
重
修
仙
姑
廟
記
》
は
、
仙
姑
の
事
績
を
記
し
た
史
料
の
中
で
は
、
現
存
す
る
最
古
の
も
の
（
一
五
七
八

年
）
で
あ
り
、
幸
い
に
も
一
九
五
八
年
に
お
け
る
破
壊
を
免
れ
、
現
在
は
板
橋
の
香
古
寺
の
仙
姑
殿
に
安
置
さ
れ
て
い
る
【
写
真
２
】。

二
〇
〇
六
年
の
調
査
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
石
碑
の
高
さ
は
約
一
メ
ー
ト
ル
、
幅
は
約
六
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
厚
さ
は
約
一
〇
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
、
碑
頭
の
部
分
は
失
わ
れ
て
お
り
、
や
や
風
化
の
進
ん
だ
砂
岩
質
の
石
材
の
碑
陽
に
は
漢
文
が
陰
刻
（
全
二
一
行
）
さ
れ
、

周
囲
に
は
雲
雷
文
が
施
さ
れ
て
お
り
、「
張
掖
地
区
重
要
碑
刻
一
覧
表
」
所
載
の
デ
ー
タ
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た㉖

。

碑
文
の
内
容
に
つ
い
て
は
、『
臨
沢
県
採
訪
録
』「
金
石
類
」、
お
よ
び
『
臨
沢
県
志
』（
甘
粛
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）「
文
化
編
」

第
三
章
「
文
芸
」
散
文
に
所
収
の
録
文
と
お
お
む
ね
同
じ
（
た
だ
し
、
本
文
末
尾
の
一
行
、
十
数
文
字
分
を
録
さ
ず
）
で
あ
り
、
文
字
の
異
同

と
改
行
位
置
の
確
認
に
と
ど
め
た
。
な
お
、
立
石
者
の
名
を
列
挙
し
た
部
分
の
下
部
に
、
さ
ら
に
一
〇
文
字
ほ
ど
が
刻
ま
れ
、
碑
陰
に

も
文
字
ら
し
き
も
の
が
う
か
が
え
た
が
、
光
量
の
乏
し
い
室
内
で
の
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
越
し
の
観
察
と
な
っ
た
た
め
、
詳
し
い
解
読
は
困

難
で
あ
っ
た
。
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以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、『
臨
沢
県
採
訪
録
』「
金
石
類
」
所
収
の
録
文
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
示
す
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
句
読

点
な
ど
は
筆
者
が
加
え
た
も
の
で
あ
り
、「 / 

」
は
改
行
位
置
を
示
す
。

《
重
修
仙
姑
廟
記
》

夫
鬼
神
之
在
天
地
則
極
其
衆
、其
有
設
廟
以
敬
祀
者
、蓋
由
生
而
有
功
于
人
、歿
而
顯
靈
于
世
、禦
災
捍
患
、報
國 / 

救
民
而
已
。

甘
鎭
北
堡
名
曰
板
橋
、
境
外
廟
曰
仙
姑
。
究
所
從
來
、
自
漢
大
將
軍
霍
去
病
和
戎
之
繼
、
百
姓
始
得
耕 /

耨
。
見
一
女
身

[

体]

軒
昂
、
窕
然
有
不
凡
之
像
。
因
黒
河
之
源
水
溢
、
非
舟
可
渡
、
于
是
設
橋
以
濟
人
。
斯
民
不
患
徒 / 

渉
、
而
河
西
北
亦

且
便
耕
、
行
稱
便
利
、
而
姑
之
功
不
在
禹
下
。

但
時
遠
水
發
而
橋
崩
廢
、
姑
亦
隨
水
而
逝
、
踪
迹
則 / 

不
昧
。
或
顯
身
于
晝
夜
、
或
行
施
以
風
雨
。
民
感
其
靈
、
尋
尸
而
葬
、

故
立
廟
以
祀
、
而
廟
之
設
由
此
始
焉
。
是
以
民 / 

間
風
波
旱
潦
、
祈
福
禳
災
者
、
隨
禱
即
應
、
不
啻
影
響
。
然
時
則
鍾
鼓
自
鳴
、

空
中
恒
有
管
籥
之
音
。
一
日
風
雨
大
作
、/ 
折
木
揚
沙
、
斯
廟
前
現
一
鐵
牌
、
上
書
「
平
天
仙
姑
」、
而
仙
姑
之
名
、
由
此
稱
焉
。

是
以
萬
古
靈
威
、
千
載
感
應
。

時
有
北 / 

虜
犯
邊
、
見
其
像
毀
之
、
其
人
即
斃
。
虜
怒
以
火
焚
之
、
其
九
人
自
死
于
火
中
。
自
此
北
虜
至
廟
者
、
不
敢
正
視
、/ 

但
手
加
額
、
敬
畏
不
暇
。

萬
暦
丁
丑
、
恭
逢
撫
臺
大
司
馬
侯
公
敬
神
之
心
、
遂
擇
委
平
川 / 
守
備
王
經㉗

、
命
匠
宏
廠
、
添
築
墻
垣
、
續
蓋
享
堂
三
間
、

廂
房
四
間
、
大
門
一
座
、
彩
繪
侍
衞
、
栽
植
樹
木
、
森
然
弱
水 / 
合
黎
之
勝
境
。
自
此
香
火
日
繁
、
人
益
敬
信
。
民
感
公
德
、

盡
善
盡
美
、
紀
録
始
末
功
業
、
勒
諸
金
石
、
以
垂
不
朽 / [

以
下
十
数
文
字]
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[
]

萬
暦
六
年
歳
次
戊
寅
三
月
上
吉
日

欽
差
巡
撫
甘
肅
等
處
地
方
贊
理
軍
務
兵
部
右
侍
郎
兼
都
察
院
右
僉
都
御
史
侯

欽
差
平
羌
將
軍
鎭
守
甘
肅
等
處
地
方
總
兵
官
前
軍
都
督
府
僉
事
陳㉘

欽
差
督
理
馬
政
總
督
河
西
屯
田
甘
肅
行
太
僕
侍
卿
兼
陝
西
按
察
使
僉
事
馬㉙

欽
差
督
理
甘
肅
糧
儲
屯
種
水
利
陝
西
按
察
使
分
巡
西
寧
道
副
使
殷㉚

欽
差
甘
肅
巡
撫[
標
下]

游
撃
將
軍
楊㉛[

以
下
約
二
文
字 ]

仝
立
石 [

以
下
約
九
文
字]

以
上
の
よ
う
に
、
そ
の
文
面
に
は
、
仙
姑
に
よ
る
架
橋
と
匈
奴
撃
退
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
う
、『
勅
封
平
天
仙
姑
宝
巻
』
の
記
述
に

お
け
る
、
二
つ
の
重
要
な
骨
子
が
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
石
碑
が
建
立
さ
れ
た
時
点
で
、
仙
姑
説
話
の
原
型
が
出
来
上
が
っ
て

い
た
こ
と
を
物
語
る32

。
な
お
車
錫
倫
氏
は
、明
代
後
期
か
ら
清
代
前
期
に
か
け
て
流
行
し
た
「
無
為
教
」
の
影
響
を
指
摘
さ
れ
た
上
で
、

や
は
り
仙
姑
説
話
の
成
立
年
代
を
こ
の
頃
と
推
測
し
て
お
ら
れ
る[

車
錫
倫
一
九
九
七]

。

そ
し
て
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
天
啓
三
年
（
一
六
二
三
）、
そ
れ
ま
で
長
城
線
の
外
に
あ
っ
た
仙
姑
廟
が
現
在
地
に
移
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
新
た
な
仙
姑
廟
の
竣
工
に
あ
た
り
、
事
業
の
経
緯
を
記
し
た
石
碑
、《
重
修
平
天
仙
姑
廟
記
》
が
建
立
さ
れ
、
民
国
時
代
ま

で
残
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
そ
の
実
物
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
以
下
、
先
に
同
じ
く
『
臨
沢
県
採
訪
録
』「
金
石
類
」
所
収
の

録
文
を
示
す
。
句
読
点
・
改
行
等
は
筆
者
が
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

《
重
修
平
天
仙
姑
廟
記
》
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蓋
聞
、
明
禋
肖
像
、
崇
祀
報
功
、
亘
古
今
率
土
濱
之
所
不
廢
。
然
未
有
如
平
天
仙
姑
、
河
北
一
綫
殊
方
、
無
貴
無
賤
、
無
遐

無
邇
、
肩
爾
往
、
肩
爾
來
、
咸
竭
誠
奉
祀
、
朝
夕
頂
禮
若
弗
遑
者
。

蓋
謂
、
仙
姑
、
自
漢
以
來
明
禋
惟
謹
、
呵
護
屢
彰
、
軍
民
以
安
、
封
疆
鞏
固
、
保
釐
嗣
息
、
無
地
無
處
無
不
沐
其
感
格
。
第

廟
貌
寝
至
頽

、
規
模
卑
隘
者
多
矣
。
茲
惟
徐
公
諱
承
業
者
、
守
戎
于
此
、
莅
事
而
展
謁
宇
下
、
訏
之
曰
、「
奉
祀
不
虔
、
神

不
之
格
、
神
之
不
格
、
何
以
奠
要
荒
而
保
士
庶
。」
父
老
僉
謂
香
資
已
竭
、
募
化
惟
艱
、
公
遂
捐
俸
金
、
擧
功
德
、
主
張
束
吾

募
化
、
王
柏
飾
材
鳩
工
、
創
建
正
殿
抱
厦
三
間
、
重
建
土
地
山
神
二
祠
、
碑
坊
・
石
碣
之
類
、
悉
命
兵
卒
而
土
木
工
緊
、
遂
不

月
告
成
焉
。
輪
奐
既
飭
、
而
爼
豆
時
張
、
赫
赫
洋
洋
、
英
靈
如
在
、
足
稱
一
方
之
勝
境
矣
。

徐
公
之
意
、
若
曰

之
士
、
日
周
旋
于
戎
馬
之
場
、
保
疆
禦
虜
、
惟
乃
之
職
、
非
忠
非
勇
、
何
以
報
國
。
而
香
火
供
奉
、

獨
隆
于
斯
神
、
必
有
作
其
勇
敢
之
氣
于
居
常
者
矣
、
必
有
奮
其
捐
軀
之
心
于
敵
愾
者
矣
。
爰
磨
貞
珉
、
丐
生
記
。
何
足
矣
以
文
、

稔
知
徐
公
忠
義
士
也
、
其
心
不
能
一
日
忘
報
主
、
亦
不
能
一
日
不

民
。
是
以
仰
契
神
明
、
而
眷
切
于
衆
庶
之
奉
祀
也
如
此
。

以
故
知
徐
公
所
見
者
明
且
遠
、
而
所
望
者
寛
且
大
焉
。
因
叙
其
由
、
并
歳
月
記
之
。

天
啓
三
年
歳
次
癸
亥
七
月
吉
旦

天
城
庠
廩
盛
思
温
沐
手
謹
志

欽
差
甘
肅
游
撃
將
軍
陳
洪
范

陝
西
行
都
司
儒
學
生
員
陳
昌
言
・
戴
振
先
等
同
立
石

徐
承
業
は
、
平
川
堡
守
備
か
ら
固
原
遊
撃
と
な
っ
た
人
物
（『
明
熹
宗
実
録
』
巻
三
四
・
天
啓
三
年
五
月
戊
申
条
）
で
あ
る
こ
と
以
外
、
詳

細
は
不
明
で
あ
る
。
撰
者
の
盛
思
温
は
天
城
（
現
在
の
高
台
県
北
部
）
出
身
の
「
庠
廩
」、
す
な
わ
ち
高
台
県
学
の
生
員
で
、
天
啓
五
年
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（
一
六
二
五
）
に
歳
貢
生
と
な
っ
た
盛
思
讓
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
族
人
で
あ
ろ
う
（『
重
修
粛
州
新
志
』
高
台
県
第
六
冊
「
選
挙
」）。
そ
の
他
、

立
石
に
関
わ
っ
た
陳
洪
范
・
陳
昌
言
・
戴
振
先
の
三
名
に
つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
。

乾
隆
『
甘
州
府
志
』
巻
頭
の
「
撫
彝
（
現
在
の
臨
沢
）
全
図
」
に
記
さ
れ
る
通
り
、
新
旧
二
つ
の
仙
姑
廟
は
、
長
城
を
挟
ん
で
ご
く
近

い
場
所
に
あ
っ
た
（
旧
仙
姑
廟
の
跡
地
の
具
体
的
な
場
所
や
現
状
に
つ
い
て
は
不
詳
）。
地
元
の
人
々
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
仙
姑
廟
が
あ
っ
た
地

点
は
、
仙
姑
の
遺
骸
が
葬
ら
れ
た
場
所
で
あ
り
、
長
城
の
上
か
ら
も
見
え
る
場
所
に
あ
っ
た
が
、
参
詣
に
不
便
な
た
め
現
在
地
に
移
し

た
、
と
あ
る33 

。
こ
れ
は
、
北
方
か
ら
の
遊
牧
勢
力
の
圧
力
が
強
ま
っ
た
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
。

以
上
、
仙
姑
説
話
が
現
在
伝
わ
る
形
に
整
え
ら
れ
た
の
は
、
一
六
世
紀
頃
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
そ

こ
に
は
、
仙
姑
の
祭
祀
に
対
し
て
、
官
の
側
か
ら
の
公
認
と
保
護
と
を
得
ら
れ
た
こ
と
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

そ
し
て
清
の
時
代
に
入
り
、
康
煕
三
七
年
（
一
六
九
八
）
に
『
勅
封
平
天
仙
姑
宝
巻
』
が
張
掖
で
編
纂
・
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
は
現

存
最
古
の
仙
姑
に
つ
い
て
の
宝
巻
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
も
、
前
代
か
ら
の
流
れ
を
受
け
て
の
出
版
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
そ

の
目
録
は
先
に
記
し
た
が
、
巻
末
の
刊
記
に
は
、
こ
の
宝
巻
に
携
わ
っ
た
人
物
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

康
煕
参
拾

年
伍
月
吉
旦　
　

板
橋
仙
姑
廟
住
持
經
守
卷
板

太
子
少
保
振
武
將
軍
孫　

　

施
刊

      　

  

吏
部
候
銓
州
同
知
金
城
謝
麈
編
輯

            

將　

軍　

府　

掾　

書　

張　

掖
陳
清
書
寫

                              

涼
州
羅
友
義　

王　

璋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

刻
字
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福
建
頗
順
貴　

甘
州
韓
文

出
版
者
の
孫
思
克
は
、
康
煕
年
間
に
河
西
方
面
で
活
躍
し
た
「
河
西
四
将
」
と
総
称
さ
れ
る
漢
人
将
軍
の
一
人
で
、
対
ガ
ル
ダ
ン
戦

に
お
い
て
も
大
い
に
武
功
を
立
て
た
人
物
で
あ
る34

。
彼
は
、
こ
の
宝
巻
を
出
版
し
た
ほ
か
、
張
掖
に
お
い
て
万
寿
寺
（
現
在
も
市
街
中
心

部
に
建
つ
木
塔
で
著
名
）・
武
廟
・
太
白
廟
な
ど
を
大
規
模
に
修
築
し35

、
さ
ら
に
武
威
に
お
い
て
も
清
応
寺
の
塔
を
重
修36

す
る
な
ど
、
河
西

各
地
の
寺
院
や
廟
宇
の
修
築
に
力
を
注
い
だ37

。
謝
麈
以
下
の
人
物
に
つ
い
て
は
不
詳
な
が
ら
、
車
錫
倫
氏
は
謝
麈
に
つ
い
て
、
無
為
教

の
流
れ
を
汲
む
「
皇
虚
道
」
な
る
教
派
に
属
す
る
人
物
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
お
ら
れ
る[

車
錫
倫
一
九
九
七]

。

か
く
し
て
仙
姑
説
話
は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
定
着
し
て
い
き
、
黒
河
中
流
域
に
お
け
る
土
着
の
民
間
信
仰
で
あ
っ
た
仙
姑
信
仰
は
、
官

の
手
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
を
公
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

５
．
仙
姑
信
仰
の
広
が
り ―

 

清
代
後
半
期

明
末
か
ら
清
初
に
か
け
て
、
板
橋
を
含
む
臨
沢
の
黒
河
右
岸
は
、
モ
ン
ゴ
ル
系
の
遊
牧
勢
力
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た38

。
板
橋
の

仙
姑
廟
の
建
築
も
こ
の
時
期
に
失
わ
れ
た
が
、
康
煕
年
間
の
初
め
ご
ろ
に
は
こ
こ
に
把
総
署
が
置
か
れ39

、『
勅
封
平
天
仙
姑
宝
巻
』
が

刊
行
さ
れ
た
頃
（
一
七
世
紀
末
）
に
は
再
建
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る40

。
そ
し
て
一
八
世
紀
に
入
る
と
、
仙
姑
信
仰
の
総
本
山
で
あ
る
板
橋

の
み
な
ら
ず
、
黒
河
中
流
域
の
各
地
に
、
仙
姑
を
祀
る
廟
や
末
社
が
設
け
ら
れ
た
（
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
現
存
し
て
い
な
い
）。
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ま
ず
黒
河
本
流
に
沿
っ
て
見
て
い
く
と
、
張
掖
で
は
城
内
中
央
の
鎮
遠
楼
（
鐘
楼
）
の
西
に
仙
姑
楼
が
設
置
さ
れ
た
（
年
次
不
明
）41

。

臨
沢
を
挟
ん
で
西
に
位
置
す
る
高
台
に
は
、
ま
ず
康
煕
五
〇
年
（
一
七
一
一
）
に
県
城
の
西
北
半
里
の
地
点
に
仙
姑
廟
が
置
か
れ42

、
城

南
四
〇
里
に
あ
る
梧
桐
泉
に
も
建
設
さ
れ
た
（
年
次
不
明
）43

。
高
台
か
ら
黒
河
本
流
沿
い
に
下
っ
た
天
城
（
鎮
夷
）
に
は
、
鎮
夷
城
の
南

門
外
に
あ
る
香
山
に
（
年
次
不
明
）44

、
合
黎
山
を
越
え
て
さ
ら
に
下
流
に
位
置
す
る
鼎
新
で
は
、
同
治
五
年
（
一
八
六
六
）、
知
事
水
利
屯

田
事
の
虞
文
瀾
に
よ
っ
て
城
外
五
里
の
地
点
に
、
そ
れ
ぞ
れ
建
設
さ
れ
た45

。

咸
豊
八
年
（
一
八
五
八
）
に
毛
目
県
丞
と
し
て
赴
任
し
た
虞
文
瀾46

は
、
地
元
で
難
航
し
て
い
た
仙
姑
廟
建
設
の
顛
末
と
、
自
ら
の
果

た
し
た
役
割
に
つ
い
て
書
き
記
し
、《
仙
姑
霊
異
記
》
と
題
し
て
、そ
れ
を
石
碑
に
刻
ん
で
建
立
し
た
（
実
物
は
現
存
せ
ず
）。
そ
の
内
容
は
、

廟
の
建
設
に
対
す
る
責
任
の
所
在
と
資
金
運
用
の
あ
り
か
た
を
巡
る
、
地
元
社
会
の
内
部
に
お
け
る
対
立
を
、
虞
文
瀾
が
い
か
に
苦
心

し
て
調
整
し
、
廟
の
完
成
に
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
か
、
と
い
う
点
に
主
眼
が
置
か
れ
、
仙
姑
の
霊
威
そ
の
も
の
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
潤
色

す
る
た
め
の
一
要
素
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
。
当
時
の
黒
河
中
流
域
に
暮
ら
す
人
々
に
と
っ
て
、
仙
姑
の
存
在
が
、
ご
く
身
近
で
あ

り
ふ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
一
例
と
い
え
よ
う
。
そ
の
文
面
は
、『
鼎
新
県
志
稿
』（
光
緒
年
間
成
立
、
一
九
四
六
年
手
鈔

本
）「
碑
碣
」
お
よ
び
『
新
編
鼎
新
県
志
』(
一
九
四
五
年
手
鈔
本)

卷
七
「
金
石
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
些
か
長
文
に
わ
た
る
た
め
、

録
文
は
註
を
参
考
に
さ
れ
た
い47

。　

黒
河
支
流
の
北
大
河
沿
い
に
あ
る
酒
泉
で
は
、
粛
州
城
の
西
北
一
里
の
地
点
に
仙
姑
廟
が
建
設
さ
れ
（
年
次
不
明
）、
雍
正
元
年

（
一
七
二
三
）、
粛
州
通
判
の
毛
鳳
儀
に
よ
っ
て
、
粛
州
城
の
北
門
外
半
里
の
地
点
に
も
建
立
さ
れ
て
い
る48

。
そ
し
て
、
そ
の
下
流
の
金

塔
で
は
、
県
城
の
東
北
五
里
の
地
点
に
、
光
緒
四
年
（
一
八
七
八
）
に
仙
姑
廟
が
建
て
ら
れ
た49

。

ま
た
一
九
世
紀
に
か
け
て
、
嘉
峪
関
外
に
も
仙
姑
廟
が
建
設
さ
れ
て
い
る
。
玉
門
で
は
、
靖
逆
城
の
南
門
外
五
里
の
地
点
に
建
立
さ

れ
（
年
次
不
明
）50

、
天
山
東
部
に
位
置
す
る
ハ
ミ
北
方
の
バ
ル
ク
ル
で
は
、
嘉
慶
五
年
（
一
八
〇
〇
）、
張
掖
か
ら
の
「
客
民
」
に
よ
っ
て
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や
は
り
仙
姑
廟
が
建
立
さ
れ
て
お
り
（
別
名
「
甘
州
廟
」）、
現
在
も
「
龍
鳳
壁
」・「
日
光
楼
」・「
月
光
楼
」
の
遺
構
が
残
る
と
い
う51

。
こ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
黒
河
中
流
域
か
ら
新
疆
方
面
に
入
植
し
た
漢
人
た
ち
に
よ
っ
て
持
ち
こ
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
移
民
た
ち
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
中
核
と
し
て
機
能
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
同
治
年
間
に
、
中
国
西
北
を
揺
る
が
し
た
回
民
叛
乱
が
黒
河
中
流
域
に
及
ん
だ
時
、
白
彦
虎
ら
の
率
い
る
回
民
の
軍
勢
に
対

し
、
板
橋
の
住
民
た
ち
は
、
多
数
の
犠
牲
者
を
出
し
つ
つ
、
故
郷
と
仙
姑
廟
を
守
ろ
う
と
戦
っ
た
。
同
治
九
年
（
一
八
七
〇
）
一
〇
月
、

回
民
軍
が
仙
姑
廟
に
駐
屯
し
た
た
め
、
板
橋
の
李
天
栄
ら
は
廟
を
破
壊
か
ら
守
ろ
う
と
奮
戦
し
て
戦
死
、
直
後
に
廟
は
焼
か
れ
、
板
橋

の
人
々
も
多
く
が
殺
害
さ
れ
た
が
、
回
民
軍
の
側
も
「
仙
姑
の
霊
佑
」
に
よ
り
、
そ
の
軍
勢
の
半
数
が
火
災
に
巻
き
込
ま
れ
て
焼
死
し

た
と
い
う
。
翌
年
に
も
、
板
橋
の
石
蘊
彩
・
郭
興
元
・
辛
万
福
ら
が
、
焼
け
落
ち
た
仙
姑
廟
の
跡
地
を
守
る
た
め
に
、
隣
接
す
る
柳
樹

堡
の
住
民
を
率
い
て
回
民
軍
を
迎
撃
し
、
こ
こ
で
全
滅
し
て
い
る52

。
戦
乱
を
契
機
に
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
核
と
し
て
、
仙
姑
信

仰
は
再
び
強
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

中
華
民
国
時
代
の
回
想
録
に
よ
れ
ば
、板
橋
の
仙
姑
廟
で
は
、毎
年
旧
暦
の
四
月
八
日
（
灌
仏
会
）
に
な
る
と
盛
大
な
廟
会
が
催
さ
れ
、

地
元
の
臨
沢
の
み
な
ら
ず
、
黒
河
中
流
の
全
域
か
ら
、
多
く
の
参
拝
客
が
進
香
の
た
め
に
押
し
寄
せ
た
と
い
う53

。
当
時
、
仙
姑
廟
を
は

じ
め
、
黒
河
中
流
域
の
各
地
に
あ
る
寺
観
や
廟
宇
で
は
盛
大
な
廟
会
が
行
わ
れ
て
お
り
、
地
方
官
や
地
元
の
有
力
者
か
ら
は
、
風
紀
を

乱
さ
ぬ
よ
う
女
性
の
廟
会
へ
の
参
加
を
禁
止
す
べ
し
、
と
の
提
言
も
な
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た54

。
二
〇
世
紀
後
半
に
は
、
こ
う
し
た
廟

会
や
日
常
の
祭
祀
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
の
行
事
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
新
暦
の
四
月
八
日
に
お
祭
り
が
行
わ
れ
、
日
が

暮
れ
る
と
、
人
々
は
黒
河
の
ほ
と
り
に
行
き
、
色
と
り
ど
り
の
灯
篭
を
流
す
そ
う
で
あ
る[

周
国
瑞
二
〇
〇
五
Ｂ]

。

な
お
、民
国
三
〇
年
（
一
九
四
一
）
に
、張
掖
市
花
寨
郷
の
戴
登
科
な
る
人
物
の
手
に
な
る
『
仙
姑
宝
巻
』
の
鈔
本
が
現
存
し
て
い
る
。

影
印
版
は
公
刊
さ
れ
て
お
ら
ず
、
方
歩
和
『
河
西
宝
巻
真
本
校
注
研
究
』（
蘭
州
大
学
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
第
二
部
分
「
校
注
評
」
に
、
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簡
体
字
標
点
本
が
収
め
ら
れ
て
い
る
（
詳
し
く
は[

方
歩
和
一
九
九
二]

を
参
照
）。
こ
の
宝
巻
は
、
さ
き
の
『
勅
封
平
天
仙
姑
宝
巻
』
の
節

略
本
で
あ
り
、
目
録
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。

仙
姑
修
板
橋
第
一
品
（
爐
香
贊
）

仙
姑
得
道
升
仙
第
二
品
（
駐
雲
飛
）

仙
姑
顯
骨
第
三
品
（
浪
淘
沙
）

仙
姑
設
橋
渡
漢
兵
第
四
品
（
傍
妝
台
・
哭
五
更
）

彝
人
焚
廟
第
五
品
（
清
江
引
）

仙
姑
二
次
殃
夷
人
第
六
品
（
皀
羅
袍
）

仙
姑
三
次
殃
夷
人
第
七
品
（
要
孩
兒
）

夷
人
修
廟
第
七
品
（
一
枝
梅
）

仙
姑
救
周
秀
才
第
八
品
（
鎖
南
枝
）

仙
姑
娘
娘
將[

逆]

媳
婦
變
狗
第
九
品
（
掛
金
鎖
）

仙
姑
救
王
志
仁
第
十
品
（
畫
眉
序
）

仙
姑
救
單
氏
母
子
第
十
一
品
（
駐
馬
聽
・
哭
五
更
）

『
勅
封
平
天
仙
姑
宝
巻
』
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
『
仙
姑
宝
巻
』
の
文
量
は
お
よ
そ
半
分
に
な
っ
て
お
り
、
巻
頭
の
頌
を
は
じ
め
、

前
半
部
分
の
仙
姑
が
驪
山
老
母
か
ら
の
試
練
を
受
け
る
場
面
が
大
幅
に
省
略
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
仙
姑
が
地
元
の
人
々
の
た
め
に
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橋
を
架
け
よ
う
と
尽
力
し
て
落
命
す
る
件
と
、
前
漢
の
軍

勢
を
救
い
、
三
度
に
わ
た
っ
て
匈
奴
を
懲
ら
し
め
、
つ
い

に
は
服
属
さ
せ
る
件
に
つ
い
て
は
、
し
っ
か
り
と
残
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
後
段
の
霊
験
譚
に
つ
い
て
も
同
様
で
、

こ
の
『
仙
姑
宝
巻
』
が
鈔
写
さ
れ
た
当
時
の
聴
衆
に
と
っ

て
、
自
分
た
ち
に
と
っ
て
身
近
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
好
ま
れ

て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
な
お
、
巻
末
の
「
近
代
」、
す

な
わ
ち
明
末
の
事
績
を
記
し
た
部
分
も
省
略
さ
れ
て
い
る

が
、
当
時
の
聴
衆
に
と
っ
て
は
馴
染
み
の
薄
い
、
遠
い
過

去
の
「
史
実
」
に
過
ぎ
な
い
た
め
に
、
不
要
と
判
断
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
お
そ
ら
く
、
回
民
叛
乱
後
の

大
幅
な
人
の
移
動
と
、
そ
れ
に
伴
う
社
会
の
変
化
も
反
映

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

６
．
む
す
び
に
か
え
て

【写真 3】仙姑像
板橋香古寺の仙姑殿にて筆者撮影（2006年）
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井
黒
氏
は
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
も
の
と
は
少
し
異
な
る
、
次
の
よ
う
な
仙
姑
説
話
を
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
。
合
黎
山
で
修
行
を
積

ん
だ
仙
姑
は
医
術
に
も
通
じ
て
お
り
、
人
々
の
病
気
治
療
に
も
力
を
尽
く
し
た
。
冬
か
ら
春
に
か
け
て
、
黒
河
の
水
を
飲
ん
だ
家
畜

が
病
気
に
か
か
る
と
、
匈
奴
の
人
々
は
名
医
の
誉
れ
高
い
仙
姑
に
治
療
を
求
め
、
牧
民
た
ち
か
ら
の
尊
崇
を
集
め
た
と
い
う[

井
黒
忍

二
〇
〇
七]
。
実
際
、
板
橋
の
仙
姑
廟
に
は
、
か
つ
て
は
内
蒙
古
ア
ラ
シ
ャ
ン
右
旗
な
ど
、「
口
外
の
夷
王
」
た
ち
か
ら
寄
進
さ
れ
た

匾
額
が
多
数
あ
っ
た
と
い
い55

、
金
塔
の
東
壩
頭
分
仙
姑
廟
は
、
創
建
年
次
は
不
明
な
が
ら
、「
夷
人
」
が
建
立
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ

る56

。
ま
た
、
四
月
八
日
の
廟
会
へ
の
参
拝
者
の
中
に
は
、
粛
南
や
ア
ラ
シ
ャ
ン
で
遊
牧
生
活
を
送
る
人
々
も
含
ま
れ
て
い
た
そ
う
で
あ

る[

周
国
瑞
二
〇
〇
五
Ｂ]
。

現
在
の
聞
き
取
り
調
査
で
は
、
少
な
く
と
も
黒
河
流
域
各
地
に
暮
ら
す
モ
ン
ゴ
ル
系
の
人
々
の
間
で
は
、
仙
姑
に
関
す
る
説
話
や
信

仰
は
全
く
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た57

。
し
か
し
な
が
ら
、井
黒
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、さ
き
の
説
話
や
「
夷

人
」
と
仙
姑
と
の
関
係
を
示
す
記
述
か
ら
は
、
農
耕
と
遊
牧
と
い
う
生
業
形
態
や
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
違
い
を
越
え
て
、
黒
河
流
域
に

暮
ら
す
全
て
の
人
々
に
恵
み
を
も
た
ら
す
仙
姑
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
【
写
真
３
】58

。
今
後
も
引
き
続
き
、

仙
姑
信
仰
に
関
す
る
史
料
調
査
と
現
地
調
査
と
を
継
続
し
て
行
い
、
そ
の
歴
史
的
経
過
の
み
な
ら
ず
、
現
在
黒
河
流
域
に
暮
ら
す
人
々

の
仙
姑
に
対
す
る
意
識
に
つ
い
て
も
探
求
し
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
一
七
世
紀
ま
で
は
、
臨
沢
の
板
橋
を
中
心
と
す
る
ご
く
狭
い
範
囲
に
お
い
て
信
仰
を
集
め
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
、
ロ
ー
カ
ル

な
神
格
で
あ
っ
た
仙
姑
が
、
一
八
世
紀
前
後
を
境
と
し
て
、
何
故
か
く
も
広
範
囲
に
そ
の
信
仰
圏
を
拡
大
す
る
に
至
っ
た
の
か
、
と
い

う
点
に
つ
い
て
、
今
回
は
充
分
に
考
察
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
に
は
、
清
朝
に
よ
る
河
西
統
治
の
安
定
に
伴
い
、

内
地
に
準
じ
た
郡
県
制
へ
の
移
行
、
新
規
屯
田
・
水
路
網
の
大
規
模
開
発
、
広
域
的
な
水
資
源
管
理
体
制
の
整
備
、
な
ど
が
相
次
い
で

実
施
さ
れ
、
内
地
か
ら
大
量
の
漢
人
移
民
が
流
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
き
な
社
会
変
動
が
起
こ
っ
て
い
た[

井
上
二
〇
〇
七
Ａ]

。
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明
末
以
来
、
徐
々
に
官
の
側
に
よ
っ
て
保
護
を
加
え
ら
れ
始
め
て
い
た
仙
姑
信
仰
が
、
一
八
世
紀
に
至
り
、
漢
人
社
会
の
み
な
ら
ず
非

漢
人
社
会
に
ま
で
も
広
め
ら
れ
た
の
は
、
官
民
双
方
の
積
極
的
協
力
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
清
代
に
お
い
て
、
仙
姑
廟
や
龍

王
廟
は
、
水
管
理
組
織
を
中
核
と
す
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
祭
祀
の
場
と
し
て
機
能
す
る
と
同
時
に
、
州
県
か
ら
派
遣
さ
れ
た
官
吏

が
駐
扎
し
て
、季
節
ご
と
の
水
配
分
を
監
督
・
実
施
す
る
た
め
の
拠
点
で
も
あ
っ
た[

井
上
二
〇
一
一]

。
今
後
は
、孫
思
克
に
よ
る
『
勅

封
平
天
仙
姑
宝
巻
』
刊
行
の
経
緯
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
清
朝
の
河
西
統
治
政
策
の
中
に
仙
姑
信
仰
を
位
置
づ

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
述
の
問
題
点
に
つ
い
て
解
明
し
て
い
き
た
い
。

文
献
目
録

【
日
文
】井

黒
忍
二
〇
〇
七
：
「
石
刻
資
料
で
た
ど
る
黒
河
中
流
域
の
古
跡―

黒
河
に
ま
つ
わ
る
信
仰
・
祭
祀
の
あ
と
を
尋
ね
て
」、『
ア
ジ
ア
遊
学
』
九
九
「
特

　
　
　
　

集 

地
球
環
境
を
黒
河
に
探
る
」、
東
京；
勉
誠
出
版

井
黒
忍
二
〇
一
二
：
「
水
利
碑
研
究
序
説
」、『
早
稲
田
大
学
高
等
研
究
所
紀
要
』
第
四
号

井
上
充
幸
二
〇
〇
七
Ａ
：
「
清
朝
雍
正
年
間
に
お
け
る
黒
河
の
断
流
と
黒
河
均
水
制
度
に
つ
い
て
」、
井
上
充
幸
・
森
谷
一
樹
・
加
藤
雄
三
編
『
オ
ア

　
　
　
　

シ
ス
地
域
史
論
叢―

黒
河
流
域
二
〇
〇
〇
年
の
点
描―
』、
京
都；

松
香
堂

井
上
充
幸
二
〇
〇
七
Ｂ
：
「「
カ
レ
ー
ズ
も
ど
き
」
探
訪
記
」、『
ア
ジ
ア
遊
学
』
九
九
「
特
集 

地
球
環
境
を
黒
河
に
探
る
」、
東
京；

勉
誠
出
版

井
上
充
幸
二
〇
一
一
：
「
明
清
時
代
の
黒
河
中
流
域
に
お
け
る
水
利
用
に
つ
い
て
」、『
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
』
第
四
号

佐
藤
貴
保
ほ
か
二
〇
〇
七
：
佐
藤
貴
保
・
赤
木
崇
敏
・
坂
尻
彰
宏
・
呉
正
科
「
漢
蔵
合
璧
西
夏
「
黒
水
橋
碑
」
再
考
」、『
内
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
研
究
』

　
　
　
　

Ⅹ
Ⅹ
Ⅱ
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沈
衛
栄
二
〇
〇
七
：
「
宗
教
的
信
仰
と
環
境
的
必
然
性―

一
一-

一
四
世
紀
の
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
・
カ
ラ
ホ
ト
地
域
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
密
教
の　
　

　
　
　
　

実
践―

」
井
上
充
幸
・
森
谷
一
樹
・
加
藤
雄
三
編
『
オ
ア
シ
ス
地
域
史
論
叢―

黒
河
流
域
二
〇
〇
〇
年
の
点
描―

』、
京
都；

松
香
堂

【
中
文
】車

錫
倫
一
九
九
七
：
「
清
虚
皇
道
『
勅
封
平
天
仙
姑
宝
巻
』」、
車
錫
倫
『
中
国
宝
巻
研
究
論
集
』、
台
北；

学
海
出
版
社

方
歩
和
一
九
九
二
：
「
張
掖
仙
姑
的
歴
史
意
義
」、
方
歩
和
『
河
西
宝
巻
真
本
校
注
研
究
』、
蘭
州；

蘭
州
大
学
出
版
社

王
尭
一
九
八
四
：
「
西
夏
黒
水
橋
碑
考
補
」、
白
浜
編
『
西
夏
史
論
文
集
』、
銀
川；

寧
夏
人
民
出
版
社

周
国
瑞
二
〇
〇
五
Ａ
：
「
昔
日
仙
姑
廟
会
」

　
　
　
　

http://w
w
w
.gs.xinhua.org/dfpd/2005-12/19/content_6632977.htm

周
国
瑞
二
〇
〇
五
Ｂ
：
「
仙
姑
廟
会
追
記
」

　
　
　
　

http://w
w
w
.gs.xinhua.org/dfpd/2005-12/19/content_6632975.htm

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

【
注
】①　

 

オ
ア
シ
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照
。

      http://w
w
w
.chikyu.ac.jp/rihn/project2009form

er/4CR-1.htm
l 

。

②　

 

こ
の
地
点
に
は
、
上
流
か
ら
流
さ
れ
て
き
た
土
砂
が
多
く
堆
積
し
、「
流
沙
河
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
川
底
が
浅
い
た
め
、
板
橋
よ
り
少
し
下
流
の

平
川
で
は
、平
底
の
川
船
に
よ
り
車
両
・
人
畜
を
渡
し
て
い
た
が
、重
量
物
を
搭
載
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
（『
臨
澤
縣
採
訪
録
』（
一
九
二
九

年
編
纂
）「
交
通
類
」
河
運
）。
地
方
志
に
よ
れ
ば
、乾
隆
二
五
年
（
一
七
六
〇
）
に
、通
判
の
高
沅
が
、川
船
を
連
結
し
て
板
を
そ
の
上
に
渡
し
、「
平
川
橋
」
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と
い
う
浮
き
橋
を
作
っ
た
が
、後
に
こ
の
橋
は
失
わ
れ
、渡
し
船
に
切
り
替
え
ら
れ
た
と
い
う
（
乾
隆
『
甘
州
府
志
』
巻
五
「
営
建
」
関
梁
「
撫
彝
庁
」）。

こ
の
渡
し
船
は
、同
治
年
間
に
回
民
叛
乱
を
平
定
し
た
左
宗
裳
の
幕
僚
、黄
建
庭
な
る
人
物
が
設
け
た
も
の
で
あ
っ
た
（『
創
修
臨
沢
県
志
』
巻
一
二
「
耆

旧
志
」
流
寓
）。
季
節
的
な
水
量
の
変
化
が
激
し
い
黒
河
に
あ
っ
て
、
橋
を
架
け
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
っ
た
。
現
在
、
板
橋
と
対
岸
の
鴨
暖
と
の

間
に
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
が
架
け
ら
れ
、
二
〇
〇
六
年
の
調
査
時
に
は
そ
こ
を
往
復
し
て
渡
河
し
た
。

③ 　
『
勅
封
平
天
仙
姑
宝
巻
』
の
影
印
は
、『
民
間
宝
巻
』
第
一
三
冊
（『
中
国
宗
教
歴
史
文
献
集
成
』
一
一
三
、
黄
山
書
社
、
二
〇
〇
五
年
）
所
収
。
現
物

は
、
北
京
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る[

車
錫
倫
一
九
九
七]

。
な
お
、『
金
張
掖
民
間
宝
巻
』（
甘
粛
文
化
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）
第
一
巻
に
は
、

こ
れ
の
簡
体
字
標
点
本
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

④　

 

な
お
、
仙
姑
の
お
膝
元
で
あ
る
臨
沢
の
地
方
志
（『
臨
沢
県
採
訪
録
』・『
創
修
臨
沢
県
志
』）
の
、
仙
姑
に
関
連
す
る
記
述
は
、
い
ず
れ
も
『
勅
封
平

天
仙
姑
宝
巻
』
に
基
づ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

⑤    

乾
祐
七
年
を
一
一
七
六
年
と
す
る
の
が
正
し
く
、『
東
方
年
表
』
の
記
載
が
誤
り
で
あ
る
、
と
す
る
根
拠
に
つ
い
て
は
、[

佐
藤
貴
保
ほ
か
二
〇
〇
七]

一
二
頁
を
参
照
。
ま
た
、
後
述
の
乾
祐
二
年
を
一
一
七
一
年
と
し
た
の
も
同
論
文
に
基
づ
く
。

⑥ 　

王
廷
賛
撰
《
重
建
黒
河
龍
王
廟
碑
記
》（
乾
隆
『
甘
州
府
志
』
巻
一
四
「
芸
文
」
中
）、石
碑
は
現
存
せ
ず
。
ま
た
馮
理
「
甘
民
衣
食
源
記
」（
乾
隆
『
甘

州
府
志
』
巻
一
四
「
芸
文
」
中
）
も
参
照
。
な
お
、光
緒
八
年
（
一
八
八
二
）
に
も
、御
製
の
《
仁
敷

得
》
の
匾
額
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
（『
新
修
張
掖
県
志
』

（
一
九
四
〇
年
代
成
立
）
地
理
志
「
古
迹
」）。

⑦    

こ
の
調
査
を
行
っ
た
加
藤
雄
三
氏
か
ら
ご
提
供
い
た
だ
い
た
デ
ー
タ
に
よ
る
。

⑧    

袁
州
佐
撰
《
重
修
中
龍
王
廟
合
祀
碑
記
》（
乾
隆
『
甘
州
府
志
』
巻
一
四
「
芸
文
」
中
）、
石
碑
は
現
存
せ
ず
。

⑨    

順
治
『
重
修
甘
鎮
志
』（
順
治
一
四
年
（
一
六
五
七
）
序
刊
本
）
巻
二
「
祠
祀
」
龍
王
廟
、乾
隆
『
甘
州
府
志
』
巻
五
「
営
建
」
壇
廟
寺
観
附
「
甘
州
府
」

張
掖
附
郭
を
参
照
。
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⑩    

二
〇
一
〇
年
に
大
仏
寺
を
訪
問
し
た
際
に
は
、《
黒
水
橋
碑
》
は
陳
列
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
蘭
州
の
甘
粛
省
博
物
館
に
移
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、

詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

⑪    
楊
翥
は
粛
州
出
身
の
人
で
、弘
治
年
間
に
分
守
粛
州
右
参
将
と
な
り
活
躍
、「
北
虜
」
と
の
戦
闘
で
戦
死
し
、忠
勇
祠
に
祀
ら
れ
た
（『
粛
鎮
華
夷
志
』（
順

治
一
四
年
（
一
六
五
七
）
高
彌
高
重
刊
本
）
巻
三
「
官
籍
」
粛
州
衛
（
敦
煌
附
）
明
、同
書
巻
四
「
人
材
」
明
、『
重
修
粛
州
新
志
』（
乾
隆
二
年
（
一
七
三
七
）

刊
）
粛
州
拾
貳
冊
「
人
物
」
明
「
忠
節
」）。　

 

⑫ 　

乾
隆
『
甘
州
府
志
』
巻
二
「
世
紀
」
下
・
孝
宗
弘
治
元
年
・
一
一
年
・
一
八
年
各
条
。

⑬　

 

乾
隆
『
甘
州
府
志
』
巻
二
「
世
紀
」
下
・
世
宗
嘉
靖
三
六
年
・
三
七
年
各
条
。

⑭　

 

乾
隆
『
甘
州
府
志
』
巻
二
「
世
紀
」
下
・（
万
暦
）
一
八
年
条
。

⑮　

 

乾
隆
『
甘
州
府
志
』
巻
二
「
世
紀
」
下
・（
万
暦
）
一
八
年
条
、
同
書
巻
一
六
「
雑
纂
」。
詳
し
く
は
李
文
君
『
明
代
西
海
蒙
古
史
研
究
』（
中
央
民
族

大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
第
三
章
を
参
照
。

⑯　

 

乾
隆
『
甘
州
府
志
』
巻
九
「
官
師
」
上
「
総
兵
官
」。

⑰　

 

屠
隆
「
明
故
正
義
大
夫
兵
部
右
侍
郎
兼
都
察
院
右
僉
都
御
史
侯
公
墓
誌
銘
」（『
白
楡
集
』
巻
一
八
）、『
明
文
海
』
卷
七
二
「
碑
」
六
《
少
司
馬
兼
御

史
中
丞
掖
川
侯
公
紀
功
碑
》(

何
洛
文)

。

⑱ 　
『
明
神
宗
実
録
』
巻
二
八
・
万
暦
二
年
八
月
癸
卯
条
。

⑲　

 

『
明
神
宗
実
録
』
巻
三
三
・
万
暦
二
年
閏
一
二
月
己
丑
条
、
乾
隆
『
甘
州
府
志
』
巻
二
「
世
紀
」
下
・
神
宗
万
暦
二
年
条
。
同
時
期
に
は
オ
ル
ド
ス
に

も
同
名
の
ビ
ン
ド
ゥ
が
い
た
が
、
張
居
正
は
王
崇
古
か
ら
の
情
報
に
基
づ
き
、「
西
海
（
青
海
）
に
寄
居
し
て
い
る
の
は
ア
ル
タ
ン
の
息
子
の
ビ
ン
ド
ゥ

で
あ
り
、オ
ル
ド
ス
の
そ
れ
で
は
な
い
」
と
、事
態
を
正
確
に
把
握
し
て
い
た
（
張
居
正
『
新
刻
張
太
岳
先
生
文
集
』
巻
二
六
「
答
甘
粛
巡
撫
侯
掖
川
」）。

こ
の
他
に
も
、
張
居
正
は
、
ア
ル
タ
ン
と
の
間
で
取
り
交
わ
し
た
和
議
の
実
行
に
つ
い
て
は
、
自
分
が
全
責
任
を
負
う
の
で
、
安
心
し
て
甘
粛
の
統
治
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に
全
力
を
尽
く
す
よ
う
、
侯
東
莱
に
対
し
て
幾
度
も
書
簡
を
送
っ
て
い
る
（『
新
刻
張
太
岳
先
生
文
集
』
巻
二
九
「
答
甘
粛
巡
撫
侯
掖
川
」）。
甘
粛
方
面

の
統
治
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
実
質
的
に
張
居
正
が
取
り
仕
切
っ
て
い
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

⑳　

 『
明
神
宗
実
録
』
巻
三
三
・
万
暦
二
年
閏
一
二
月
己
丑
条
。

㉑　

 『
新
刻
張
太
岳
先
生
文
集
』
巻
二
七
「
答
甘
粛
巡
撫
侯
掖
川
」。

㉒　

 

馮
時
可
「
俺
答
後
志
」（『
明
経
世
文
編
』
巻
四
三
四
）。

㉓　

 

『
明
神
宗
実
録
』
巻
三
七
・
万
暦
三
年
四
月
辛
巳
条
、
乾
隆
『
甘
州
府
志
』
巻
二
「
世
紀
」
下
・
神
宗
万
暦
二
年
条
。
甘
州
城
の
城
壁
を
改
修
し
た
際
、

城
壁
の
中
に
塗
り
こ
め
ら
れ
て
い
た
多
数
の
小
型
の
棺
桶
が
発
掘
さ
れ
る
、と
い
う
怪
異
譚
が
伝
え
ら
れ
て
い
る（
乾
隆『
甘
州
府
志
』巻
一
六「
雑
纂
」）。

㉔　

 

『
明
神
宗
実
録
』
巻
四
九
・
万
暦
四
年
四
月
戊
子
条
。
扁
都
口
と
そ
の
北
の
山
裾
に
広
が
る
大
草
灘
は
、
月
氏
・
匈
奴
以
来
の
河
西
最
良
の
牧
地
で
あ

る
。
青
海
の
遊
牧
勢
力
は
、
絶
え
ず
こ
こ
へ
進
出
す
る
機
会
を
う
か
が
い
続
け
、
さ
ら
に
こ
こ
を
拠
点
と
し
て
、
オ
ル
ド
ス
・
モ
ン
ゴ
ル
高
原
の
諸
勢

力
と
の
連
携
を
図
っ
た
。
河
西
回
廊
を
押
さ
え
る
中
華
王
朝
に
と
っ
て
、
扁
都
口
の
防
衛
は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
扁
都
口

の
位
置
と
そ
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、井
上
充
幸
「
明
清
時
代
の
黒
河
上
流
域
に
お
け
る
山
林
の
開
発
と
環
境
へ
の
影
響
」（『
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
』

第
三
号
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
。

㉕　

 

以
上
、
詳
し
く
は
李
文
君
『
明
代
西
海
蒙
古
史
研
究
』
第
三
章
を
参
照
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
明
の
側
も
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
教
団
を
介
し
て
モ
ン
ゴ

ル
諸
王
侯
を
統
制
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
侯
東
莱
は
、「
烏
思
藏
の
法
王
の
子
」
で
活
仏
の
ソ
ナ
ム=

ギ
ェ
ル
ツ
ェ
ン
（
鎖
南
堅
参
、bSod nam

s 

rgyal m
tshan

）
の
権
威
を
利
用
し
た
と
さ
れ
る
（「
少
司
馬
兼
御
史
中
丞
掖
川
侯
公
紀
功
碑
」）
が
、
こ
れ
も
張
居
正
か
ら
の
指
示
を
受
け
て
の
も
の

で
あ
っ
た
（『
新
刻
張
太
岳
先
生
文
集
』
巻
三
〇
「
答
甘
粛
巡
撫
侯
掖
川
」、
同
書
巻
三
一
「
答
甘
粛
巡
撫
侯
掖
川
」）。

㉖　

 

張
志
純
・
施
愛
民
主
編
『
張
掖
文
物
古
迹
薈
萃
』（
張
掖
地
区
地
方
史
学
会
、一
九
九
八
年
）
第
二
章
「
名
勝
古
迹
」
第
四
節
「
石
刻
」
一
二
七
頁
を
参
照
。

㉗　

 

王
經
は
守
備
平
川
等
堡
地
方
都
指
揮
僉
事
の
肩
書
を
持
つ
武
官
で
、万
暦
一
〇
年
（
一
五
八
二
）
撰
《
重
修
玉
皇
閣
碑
記
》
に
も
そ
の
名
を
連
ね
る
（『
臨
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沢
県
採
訪
録
』
金
石
類
《
平
川
観
音
堂
碑
記
》）。

㉘　
 

「
陳
」
は
陳
鋭
、
綏
徳
衛
の
人
で
、
万
暦
二
年
（
一
五
七
四
）
か
ら
同
七
年
（
一
五
七
九
）
に
か
け
て
甘
州
左
副
総
兵
と
し
て
活
躍
（『
明
神
宗
実
録
』

巻
二
四
・
万
暦
二
年
四
月
壬
戌
条
、
同
巻
八
三
・
万
暦
七
年
正
月
乙
丑
条
）、
都
督
僉
事
に
至
る
（『
重
刊
甘
鎮
志
』
官
師
志
「
名
宦
」
分
巡
西
寧
道
）。

㉙　

 「
馬
」
は
お
そ
ら
く
馬
邦
良
、
富
陽
の
人
（
乾
隆
『
甘
州
府
志
』
巻
九
「
官
師
」
上
「
明
」
張
掖
県
附
行
都
司
「
行
太
僕
寺
卿
」）。

㉚　

 「
殷
」
は
殷
仁
、順
天
の
懷
柔
の
人
で
、嘉
靖
三
二
年
（
一
五
五
三
）
の
進
士
、万
暦
三
年
（
一
五
七
五
）
に
着
任
（
乾
隆
『
甘
州
府
志
』
卷
九
「
官
師
」

上
「
明
」
張
掖
県
附
行
都
司
「
分
巡
西
寧
道
」
駐
札
甘
州
）、翌
年
に
は
行
太
僕
寺
卿
と
な
り
馬
政
を
担
当
、太
僕
寺
卿
兼
陝
西
僉
事
に
昇
進
し
て
致
仕
（『
明

神
宗
実
録
』
巻
七
七
・
万
暦
六
年
七
月
戊
辰
条
、
同
巻
七
八
・
万
暦
六
年
八
月
乙
酉
条
）。

㉛　

 「
楊
」
は
楊
繼
芳
、
鎮
番
の
人
で
、
万
暦
四
年
（
一
五
七
六
）
に
着
任
（『
重
刊
甘
鎭
志
』
官
師
志
「
名
宦
」
甘
肅
巡
撫
標
下
游
撃
將
軍
）。

32　

 『
明
英
宗
実
録
』
巻
一
四
八
・
正
統
一
一
年
一
二
月
甲
辰
条
に
は
、
甘
州
な
ど
の
流
行
病
を
鎮
め
る
た
め
に
、
太
常
寺
丞
の
李
宗
周
が
派
遣
さ
れ
、
甘

粛
境
内
の
山
川
の
神
を
祭
っ
た
と
あ
る
が
、
こ
の
中
に
仙
姑
が
含
ま
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、
乾
隆
『
甘
州
府
志
』・『
新
修
張
掖
県
志
』

所
収
の
仙
姑
関
連
の
記
事
は
、
こ
の
《
重
修
仙
姑
廟
記
》
の
文
面
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

33　

 

乾
隆
『
甘
州
府
志
』
巻
五
「
営
建
」
壇
廟
寺
観
附
「
撫
彝
庁
」
仙
姑
廟
。

34 　

兪
益
謨
校
注
「
孫
思
克
行
述
」（『
清
史
資
料
』
第
二
輯
、
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
）。

35　

 

孫
思
克
撰
《
重
修
万
寿
寺
碑
記
》・《
重
修
武
廟
碑
記
》・《
創
建
太
白
廟
碑
序
》（
乾
隆
『
甘
州
府
志
』
巻
一
四
「
芸
文
」
中
）、石
碑
は
い
ず
れ
も
現
存
せ
ず
。

36　

 《
孫
思
克
重
修
清
応
寺
塔
記
》（『
武
威
金
石
録
』（
蘭
州
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
第
一
部
分
「
金
石
録
」
清
）、
石
碑
は
現
存
せ
ず
。 

37   

孫
思
克
が
、
自
ら
水
神
の
祭
祀
を
執
り
行
っ
た
様
子
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
又
春
秋
躬
祀
龍
神
、
不
憚
跋
渉
迢
迢
、
爲

民
間
祈
穀
。
歳
荒
旱
、
爲
文
親
禱
、
輒
痛
哭
流
涕
、
引
事
以
自
責
、
至
誠
格
天
、
或
甘
雨
立
沛
以
蘇
困
稿
、
或
河
水
立
發
以
資
灌
漑
、
連
祀
以
來
、
屢

祈
屢
應
、
而
河
西
軍
民
、
靡
不
歡
聲
動
地
、
稱
公
爲
一
路
福
星
云
。」（「
孫
思
克
行
述
」）。
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38　
 

梁
份
『
秦
辺
紀
略
』（
一
七
世
紀
後
期
成
立
）
巻
三
「
甘
州
衛
」
甘
州
北
辺
「
仙
姑
廟
」。

39　

 『
新
修
張
掖
県
志
』
地
理
志
「
古
迹
」
仙
姑
廟
旧
址
。

40　

 
な
お
臨
沢
県
の
県
城
の
東
関
に
は
、
明
の
時
代
か
ら
仙
姑
廟
が
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
（『
創
修
臨
沢
県
志
』
巻
二
「
建
置
志
」
寺
観
「
仙
姑
廟
」）。

本
山
の
板
橋
仙
姑
廟
に
は
、
康
煕
年
間
の
鋳
造
に
か
か
る
高
さ
五
尺
・
幅
二
尺
の
大
き
な
香
炉
が
置
か
れ
、
臨
沢
東
関
の
仙
姑
廟
に
は
、
乾
隆
二
七
年

（
一
七
六
二
）
鋳
造
の
鐘
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（『
臨
沢
県
採
訪
録
』「
金
石
類
」
金
）。
板
橋
仙
姑
廟
に
は
、漢
代
の
三
足
鼎
が
あ
っ
た
が
、

民
国
一
四
年
（
一
九
二
五
）、
何
者
か
に
よ
っ
て
盗
ま
れ
た
と
い
う
（『
創
修
臨
沢
県
志
』
巻
一
三
「
金
石
志
」
金
器
）。

41　

 

乾
隆
『
甘
州
府
志
』
巻
五
「
営
建
」
壇
廟
寺
観
附
「
甘
州
府
」
張
掖
附
郭
。

42　

 『
重
修
粛
州
新
志
』（
乾
隆
二
年
（
一
七
三
七
年
）
序
刊
本
）
高
台
参
冊
「
祠
廟
」
仙
姑
廟
。

43　

 『
新
編
高
台
県
志
』（
一
九
二
一
年
刊
）
巻
三
「
祀
事
」。

44　

 『
新
編
高
台
県
志
』
巻
三
「
祀
事
」。

45　

 『
鼎
新
県
志
稿
』
建
置
志
「
祠
廟
」
仙
姑
廟
。

46　

 『
鼎
新
県
志
稿
』
職
官
志
「
官
師
表
」
一
。

47　
《
仙
姑
廟
靈
異
記
》
碑
文

　

竊
稽
、
漢
代
霍
去
病
將
軍
西
征
班
師
時
、
路
遇
仙
姑
顯
聖
化
橋
、
渡
兵
過
河
。
及
平
時
木
造
板
橋
、
濟
衆
耕
種
沙
田
。
神
靈
赫
赫
、
載
在
本
傳
甚
詳
。

嗣
經
奉
玉
帝
敕
封
、
爲
平
天
仙
姑
、
由
來
久
矣
。

　

惟
毛
目
離
板
橋
廟
、
路
甚
遙
遠
、
衆
百
姓
上
香
不
便
。
是
以
戸
民
衆
議
、
在
毛
目
本
處
東
東
石[

崗]

、
創
造
新
廟
一
座
。
日
後
便
於
敬
神
還
願
。
廼

於
咸
豐
八
年
（
一
八
五
八
）、
擇
地
興
工
建
立
廟
基
前
、
經
會
主
單
永
禄
・
劉
珍
等
持
縁
到
署
、
募
化
木
料
、
瀾
玩
許
書
御
助
木
六
十
根
、
以
應
需
用
。

至
咸
豐
十
年
（
一
八
六
〇
）
春
三
月
十
八
日
聖
誕
紀
念
、[

會]

首
單
永
禄
執
具
票
帖
、
請
瀾
到
東
石
崗
廟
上
、
但
見
規
模
草
創
、
神
像
未
經
采
畫
、
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地
磚
門
窗
均
未
齊
備
。
深
責
會
首
人
等
、
在
三
年
戸
上
、
衆
姓
已
共
捐
過

施
錢
一
百
九
十
七
串
文
、
遲
廼
至
久
、
迄
無
成
功
、
該
會
首
甚
屬
怠
玩
。

瀾
初
意
欲
、
將
原
廟
上

棟
木
料
撤
下
、
移
此
廟
於
毛
目
營
兒
街
上
城
隍
廟
西
首
建
造
、
由
署
捐
廉
補
修
、
不
累
戸
民
、
所
有
工
程
、
一
切
仍
復
、
易

就
經
理
。
且
使
此
廟
戸
民
上
香
完
願
、
地
方
較
爲
近
便
、
即
廟
宇
亦
易
於
監
官
。
經
久
已
擇
於
某
日
動
工
、
移
折
廟
屋
。
當
有
衆
姓[

懇]

求
勿
移
此
廟
、

瀾
決
意
不
許
、
定
要
移
廟
。

　

豈
料
、
木
匠
呉
均
等
、
是
日
晩
間
、
工
畢
回
家
、
因
黒
夜
難
行
。
恍
見
有
紅
燈
一
枚
、
由
廟
之
前
隠
隠
移
至
左
邊
土
地
廟
過
去
。
木
匠
等
隨
燈
先
前
去
、

及
至
土
地
廟
門
首
、
並
不
見
有
燈
彩
。
其
爲
神
之
顯
靈
已
可
見
矣
。
是
夜
瀾
在
署
内
、
尚
不
知
有
此
事
。
次
日
早
間
、
復
親
率
匠
人
等
移
當
時
、
毛
目

衆
姓
無
可
奈
何
。
至
不
得
已
、
衆
歸
咎
於
單
永
禄
、
因
伊
請
官
上
香
移
廟
之
擧
。
衆
人
遂
鬨
然
、
將
單
宅
圍
繞
、
爭

不
休
。
其
時
單
永
禄
情
急
、
偕

同
妻
及
子
單
珍
、
捨
命
叩
求
瀾
免
移
此
廟
、
以
息
衆
怒
。
如
不
允
准
、
立
死
廟
前
。
言
猶
未
畢
、
單
永
禄
及
單
珍
、
自
將
石
頭
土
塊
亂
撞
、
二
人
幾
斃
。

瀾
念
伊
父
子
等
愚
誠
可
嘉
、
准
其
免
移
東
石
崗
廟
宇
。
單
姓
始
慰
、
衆
姓
亦
歡
然
而
散
。
瀾
復
諄
諄
吩
咐
單
永
禄
等
、
嗣
復
速
行
剋
日
計
資
動
工
、
即

將
廟
貌
修
齊
、
不
可
怠
緩
。
一
切
花
費
、
並
不
可
再
聚
衆
、
硬
向
外
面
地
方
濫
寫

施
、
有
累
戸
民
等
情
。
當
經
該
會
首
等
、
均
遵
約
束
辦
理
。
瀾
立

刻
將
蓋
就
、
並
立
縁
簿
一
本
、
査
註
詳
明
、
交
完
會
首
、
經
管
辦
理
。
其
當
經[

受]

傷
之
單
永
禄
・
單
珍
等
、
前
幾
危
殆
、
黙
蒙
神
祐
、
甫
經
三
日
、

廟
基
安
好
如
初
。

　

瀾
復
詳
問
單
永
禄
、「
何
以
爾
等
衆
姓
堅
持
要
在
東
石
崗
建
廟
、
不
願
移
徙
。」
據
單
永
禄
聲
稱
、「
初
欲
移
廟
折
木
之
時
、
單
永
禄
・
單
珍
等
至
東
石

崗
地
方
、
若
見
有
神
化
形
、
親
履
眞
地
、
指
畫
界
址
、
踪
跡
分
明
、
忽
然
不
見
其
人
。
單
珍
方
慮
此
處
無
水
無
土
、
難
以
建
造
。
詎
料
、
不
終
朝
而
井

泉
出
土
泥
生
、眞
有
神
妙
不
可
例
者
矣
。
故
衆
姓
願
建
廟
東
石
崗
、而
不
願
移
徙
之
實
情
也
。」
瀾
始
知
改
悔
前
此
移
廟
之
擧
、氣
暴
性
急
、妄
力
違
衆
議
、

過
出
鹵
莽
、
深
信
仙
姑
之
靈
異
。
其
重
單
永
禄
之
誠
篤
、
及
單
珍
之
奇
敬
、
與
毛
目
衆
姓
之
樂
善
好
施
、
而
仍
不
敢
犯
上
也
。
特
援
筆
爲
之
詳
記
眞
事
、

以
彰
瀾
過
、
而
表
仙
姑
之
靈
感
云
爾
。

　

時
咸
豐
五
年
（
正
し
く
は
同
治
五
年
・
一
八
六
六
）
三
月
朔
、
知
事
水
利
屯
田
事
浙
江
杭
州
錢
塘
縣
虞
文
瀾
撰
並
書
。
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48 　　　　　
『
重
修
粛
州
新
志
』
粛
州
伍
冊
「
祠
廟
」
仙
姑
廟
。
二
〇
年
あ
ま
り
に
わ
た
っ
て
粛
州
で
活
躍
し
た
毛
鳳
儀
は
、
後
継
ぎ
と
な
る
男
子
の
誕
生
を
祈

念
し
て
仙
姑
廟
を
建
立
し
た
と
い
う
。
雍
正
七
年
（
一
七
二
九
）、
在
任
中
に
病
没
し
た
毛
鳳
儀
を
祀
る
た
め
、
地
元
の
有
志
た
ち
は
祠
廟
と
祭
田
を
設

け
た
が
、
そ
こ
に
は
毛
鳳
儀
の
後
裔
た
ち
が
代
々
居
住
し
た
と
い
う
（
同
書
同
巻
「
毛
公
祠
」）。『
勅
封
平
天
仙
姑
宝
巻
』「
仙
姑
近
代
顕
霊
分
」
に
は
、

や
は
り
仙
姑
に
嗣
子
の
誕
生
を
祈
念
し
た
文
武
官
に
関
す
る
説
話
が
記
さ
れ
て
お
り
、
明
末
以
降
の
地
方
官
が
個
人
的
に
信
心
し
て
い
た
様
子
が
伺
え

る
。

49　

 

『
創
修
金
塔
県
志
』（
一
九
四
三
年
手
鈔
本
）
巻
三
「
建
設
」
廟
宇
「
仙
姑
廟
」。
金
塔
の
仙
姑
廟
で
は
、
旧
暦
の
五
月
二
五
日
に
四
日
間
に
わ
た
っ
て

廟
会
が
催
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

50　

 『
重
修
粛
州
新
志
』
靖
逆
全
冊
「
公
署
祠
宇
壇

」
僊
姑
廟
。

51　

 

『
哈
密
文
物
志
』（
新
疆
人
民
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
第
三
章
「
古
代
建
築
」
第
一
節
「
寺
観
・
堂
館
」
二
「
廟
観
」
仙
姑
廟
。
こ
こ
も
旧
暦
の
五

月
二
五
日
に
、
三
日
間
に
わ
た
っ
て
廟
会
が
開
催
さ
れ
た
。

52  　

以
上
、『
創
修
臨
沢
県
志
』
巻
一
二
「
耆
旧
志
」
忠
節
。

53    『
創
修
臨
沢
県
志
』
巻
三
「
民
族
志
」
漢
族
「
風
俗
習
慣
」。

54　

 『
肅
州
新
志
稿
』（
光
緒
間
手
鈔
本
）
文
藝
「
六
禁
」、
申
大
振
「
戒
婦
女
游
廟
」（『
臨
沢
県
採
訪
録
』「
藝
文
類
」
詩
詞
）

55　

 

乾
隆
『
甘
州
府
志
』
巻
一
六
「
雑
纂
」。

56　

 『
創
修
金
塔
県
志
』
巻
三
「
建
設
」
廟
宇
「
東
壩
頭
分
仙
姑
廟
」。

57　

 

熊
本
大
学
の
シ
ン
ジ
ル
ト
氏
か
ら
の
ご
教
示
に
よ
る
。

58　

 

な
お
、
仙
姑
廟
内
に
は
観
音
菩
薩
と
仙
姑
菩
薩
の
二
尊
の
銅
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
（『
創
修
臨
沢
県
志
』
巻
一
三
「
金
石
志
」
造
像
）
が
、

こ
れ
が
【
写
真
３
】
の
像
と
同
じ
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
不
明
。
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〔
追
記
〕  

本
稿
は
、
二
〇
一
一
年
八
月
二
八
日
に
開
催
さ
れ
た
、
二
〇
一
一
年
度
立
命
館
東
洋
史
学
会
大
会
に
お
け
る
発
表
原
稿
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
そ
の

席
上
、
筆
者
に
対
し
有
益
な
ご
意
見
・
ご
質
問
の
数
々
を
賜
り
ま
し
た
皆
様
に
対
し
、
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
本
学
文
学
部
准
教
授
）


